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宗 教 と多 元化 す る価 値

インドネシアにおけるヒンドゥーをめぐる境界線を定める闘争

永 渕 康 之*

  Religion and Proliferating Pluralism of Values: 

Negotiating the Boundaries on Hinduism in Indonesia 

               Yasuyuki Nagafuchi

1980年 代,イ ン ドネシアにおける ヒン ドゥーはバ リ島か らの脱領域化 を経験

している。すなわ ち,バ リ島以外の ヒン ドゥーがバ リ島の ヒン ドゥー よ りも多

数 を しめる とい う認識が ヒン ドゥー内部 で広 まり,バ リ島以外の ヒン ドゥーの

組織化 がすすみ,発 言力 を増 してい るのである。従 来,ヒ ン ドゥー はバ リ島の

バ リ人が多数 をしめ ることを前提 として,宗 教行 政におけ るヒン ドゥーに関す

る制度 は整 備 されて きた。 ヒン ドゥーのバ リか らの脱領域 化 はその歴史 を塗 り

替 える とともに,バ リ中心主義批判 を ともな うものであ った。す なわち,バ リ

の共 同体 をあ らか じめ前提 と して形成 された ヒン ドゥー をめ ぐる制度 の限界が

指摘 されは じめたのである。2001年,バ リにおける ヒン ドゥー代表機 関の分裂

とい う劇 的なかたちで批判 は表面化 した。本論 の第一の 目的 は,ヒ ン ドゥーの

脱領域化 が どの ようにして起 こ り,批 判 の内実 はいかなる ものであ り,何 を も

た らしたかを明 らかにす るこ とである。

脱領域 化が生み出 した最大の変革 はヒ ン ドゥー内部におけ る価値の多元化 で

ある。市民社 会の実現や多様 な声 に開かれた民 主的立場 の強調 とい った従来 な

かった宗教 の公共的役割 をヒン ドゥーの団体 は意識 しは じめた。 こう した傾 向

は,ス ハル ト体制の崩壊過程 にお いて顕在 化 した 「改革」 と並行す るもの であ

る とともに,公 共宗教 とい う枠組み において論 じられてい る近年の宗教運動 の

高 まりをめ ぐる議論 と呼応す る ものである。 しか し,民 主的 ヒン ドゥーという

主 張の もとに結集 した多様 な声 のあ り方 を見た場 合,市 民社会 や民主 主義 と

いった課題 を参加主体が共有 しているわけでは必ず しもない。む しろ,個 々の

主体 は個 別の要求 を掲 げてお り,し か も互 いの主張 において各主体 は時 には対

立 している。 ヒン ドゥー は決 して同 じ価値 を共有 する単 一の閉 じられ た領域 で
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はな く,む しろ きわめて不連続 な主体 によって構成 されてい るのであ る。不連

続 な主体 に よる異な る主張が ヒン ドゥー とい う枠組 み において接合 されている

現実 に焦点 をあて,そ の なかで宗教 をめ ぐる諸価値 が どの ように問 われている

のかを明 らかにす るこ とが本論 の第二 の 目的である。

   Since the 1980s, Hinduism in Indonesia has undergone a deterritorial-

ization from Bali. It was realized that there were more Hindus outside Bali 

than in, and a network connecting Hindus at the national level was organized. 

Before this, the relationship between Hinduism and Bali had been so unques-

tioned that the institutionalization of Hinduism in Indonesia was based on it. 

As the unavoidable signs of deterritorialization became obvious, Hindus out-

side Bali began to voice a great deal of criticism of the institutionalization of 

Hinduism based on the Balinese community and  `Bali-centrism". In 2001, 

this criticism led to a dramatic event, the disruption of the Hindu represen-

tative organization Parisada Hindu Dharma in Bali. The first purpose of this 

essay is to clarify the process of deterritorialization, the content of the criti-

cism, and its influence. 

   The most visible innovation raised by the deterritorialization is an aware-

ness of the public significance of Hinduism within which a consciousness of 

a pluralism of values is intensifying. Now Hindus can talk about new targets 

such as a realization of civil society and democracy which can be said to be 

parallel to the democratization movement which emerged around the fall of 

the Soeharto regime, and also with the expanding discussion on the role of 

public religion in the academic field. The argument on Hindu democracy can 

mobilize several agencies. However in reality these agencies have their own 

individual claims rather than sharing goals. Hinduism is not a closed arena 

having a common religious foundation, but rather contains several discontinu-

ities. The second purpose here is to trace the values of the now discontinuous 

Hinduism in the context of national policies, social organizations, community 

customs, and individual consciousness.

1二 つの統計あ るいは宗教 とい う 「回路」

2ヒ ン ドゥーの脱領 域化 と国家 によ る回

収

3共 同体 とヒン ドゥー代表機関

4分 裂す る宗教的権威

5ヒ ン ドゥー的諸 団体

民主 的ヒ ン ドゥー(1)

6称 号 団体 民主 的ヒ ン ドゥー(2)

7不 連続 な ものを取 り込 むこ と

ヒ ン ドゥー と多元化す る価値
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世 界中の宗教が公 的な領域 に参入 し,政 治的な論 争の舞台 に上 がって きてい るが,

それはかつ てそ うで あった ように宗教 の伝統 的 な領域 を擁護す るた めだけで はな

く,私 的領域 と公 的領域 の問,シ ステム と生活世 界の問,法 制 と道徳 の問,個 人 と

社会 の問,家 族 と市民社会 と国家の 問,国 民 と国家 と文明 と世界 システムの 問に,

近代 的な境 界線 を定 める闘争 その ものに参加す るためである(カ サ ノバ1997:14)。

1二 つ の 統 計 あ る い は 宗 教 と い う 「回 路 」

イ ン ドネ シ ア に お け る ヒ ン ドゥ ー青 年 組 織 の ひ とつ プ ラ ダ(Peradah)は,1999年

ヒ ン ドゥー人 口,司 祭 と寺 院 の数 を州 別 に示 した統 計 を発 表 した。 イ ン ドネ シ ア政 府

も また 宗 教 別 の 統 計 を作 成 して お り,州 別 の ヒ ン ド ゥー 人 口 が 同 じ く項 目 と して あ

が っ て い る。 二 つ の統 計 を比 較 した場 合,ひ とつ の大 きな違 いが 存 在 して い る こ とが

わ か る。 ヒ ン ドゥー 人 口 に た いす るバ リ州 の ヒ ン ドゥー の割 合 で あ る。 プ ラ ダ の統 計

に お い て は,ヒ ン ドゥ ー の 総 数 は11,051,241人 で あ り,そ の う ちバ リ州 は2,842,317

人 と な っ て お り,そ の割 合 は25.7%で あ る。 そ れ に た い して,2001年 の政 府 統 計 に

よれ ば,ヒ ン ドゥー総 数 は3,651,939人 にた い して バ リ州 の ヒ ン ドゥー は2,751,828人

で あ り,75.4%を しめ て い る。 プ ラ ダ が提 出 して い る ヒ ン ドゥー 人 口の 総 数 が 政 府 の

数 値 の3倍 以 上 で あ る こ とか ら この差 異 は生 ま れ て お り,数 値 算 定 方 法 を単 純 に比 較

で きな い た め に,な ぜ こ う した 総 数 認 識 の 落 差 が 生 ま れ る の か は こ こ で は 問 わ ない 。

重 要 な点 は プ ラ ダの数 値 が ヒ ン ドゥー 内部 の認 識 と して意 味 を持 っ て お り,そ の認 識

に お い て バ リ州 以 外 の ヒ ン ドゥーが バ リ州 よ り も多 数 を しめ て い る と把 握 され て い る

事 実 で あ る。 ヒ ン ドゥーが 自 ら認 識 す る ヒ ン ドゥー の実 態 の な か で,バ リ中心 主 義 は

否 定 され て い る の で あ る。

従 来,政 府 の統 計 が 示 して い る よ うに イ ン ドネ シ ア の ヒ ン ドゥー はバ リ島 に集 中 し

て お り,そ れ を前 提 と して 国 家 体 制 に お け る ヒ ン ドゥー の 制 度 化 が 進 め られ て きた 。

また,バ リ研 究 は現 在 に い た る まで ヒ ン ドゥー とバ リ人 の ア イ デ ンテ ィテ ィを結 びつ

け,そ の角 度 か ら ヒ ン ドゥー を論 じて きた。 バ リ人が お か れ て い る状 況 を最 も国際 的

な視 野 か ら問 題 に して い る研 究 にお い て さ え,ヒ ン ドゥー とバ リ人 の ア イ デ ン テ ィ

テ ィ との 関 係 を疑 って はい な い(ConnorandVickers2003:166-167)。 プ ラ ダが 提 示 し

て い る数 値 は,こ の前 提 を大 き く塗 り替 え る もの で あ る。 本 論 が 最 初 に指 摘 した い の

は,1980年 代 半 ば か ら表 面 化 す る イ ン ドネ シ ア に お け る ヒ ン ドゥー の バ リか らの 脱

領 域 化 で あ り,ヒ ン ドゥー の 内部 に お い て進 行 して い るバ リ中心 主 義 批 判 の顕 在 化 で

あ る 。80年 代 に は い りイ ン ドネ シ ァ全 土 にわ た る ヒ ン ド ゥー をめ ぐる実 質 的 な ネ ッ
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トワークが形成 されはじめ,そ れ以前バ リ島のバ リ人という領域を限定 したうえで制

度化 された国家におけるヒンドゥーの体制への批判がはじまった。 この移行が起 こっ

た理由とそれが もたらしたものが,今 日のインドネシアにおけるヒンドゥーを考える

うえで不可避の課題 となっているのである。

宗教はインドネシア共和国発足当初から国家体制の一部であった。世界最大規模の

イスラーム人口を抱えなが らも結果的にイスラームと国政 とは切 り離 され,イ ンドネ

シア共和国憲法は宗教の自由を保証 している。その一方,宗 教省を設置 し,5つ の公

認宗教が定められ,宗 教は国家行政の一部に組み込 まれている。 さらには,1965年

の共産党関与者虐殺事件 を契機 として政権を握ったスハル ト体制は,共 産党員すなわ

ち無宗教者 という認定を執拗に利用することで公認宗教への所属を国民の条件 として

絶対化 した。こうした国家体制において公認宗教 としてのヒンドゥーの承認を要求 し

たのはバリ地方議会であり,そ こからバリ島に領域化 されたヒンドゥーの制度化がは

じまることになる。1950年,統 一インドネシア共和国への参加が決まった直後から,

バリ地方議会は宗教省にたいしてヒンドゥー部門の開設を求める運動を開始 した。少

数派であるヒンドゥーは体制の承認による国家からの保護を重視 したのである。交渉

過程 においてはバリのヒンドゥー(BaliHindu)と い う名称が用い られ,ヒ ン ドゥー

はあ くまでバ リ島に限定されたかたちで理解 されていた。1958年,当 時の大統領ス

カルノの助言のもと部門は開設され,国 家機構によるヒンドゥーの承認は確定した。

部門開設にむけた運動のなかで,バ リ島内の宗教関係者の組織化が平行 してすすみ,

宗教省による承認直後にインドネシアのヒンドゥーを代表する機関となるパ リサダ ・

ヒンドゥー ・ダルマ(ParisadaHinduDharma)が 発足 した。

宗教省によって公認 され,代 表機関が発足 したことによって,イ ンドネシア全土の

ヒンドゥーが国家行政の対象 となることとなった。 さらにいえば,ス ハル ト政権樹立

後その体制 を支える翼賛会的な性格を強めることになるゴルカルにパリサダは加入 し

た。その意味では,こ の時点ですでにヒンドゥーのインドネシア化 とそれにともなう

バリからの脱領域化がはじまったと議論することも可能のようにみえる。 しかし現実

には,代 表機関の中心はあくまでバ リ島の中心であるデンパサールにおかれ,イ ンド

ネシァ各地のパ リサダはバ リからの管轄 をうける支部 としての性格 しか持っていな

かった。パ リサダの支部 を経由してインドネシアの各地に点在 しているヒンドゥーと

名のる人たちが互いにつながっていたわけではなく,ヒ ンドゥーに関する発言権はバ

リ島のバリ人が独占していた。プラダが提出している数値は,こ うした過程が もはや

過去のものであることを示 しているのである。
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事 実,ヒ ン ドゥー に お い て バ リ人 が も はや 多 数 派 で は な い と い う認 識 は,2001年

に は い りひ とつ の試 練 と して現 実 化 した。 パ リサ ダ発 足 の地 で あ るバ リに お け るパ リ

サ ダの 分 裂 で あ る。1980年 代 中 旬,全 国 レベ ル の ヒ ン ド ゥー の組 織 化 が は じま る と

と も に,パ リサ ダ以 外 に は プ ラ ジ ャ ニ テ ィ(Prajaniti)と 呼 ば れ る政 治 部 門 の 団 体 し

か持 た な か っ た ヒ ン ドゥー は,全 国 の ヒ ン ドゥー教 徒 をつ な ぐ青 年 組 織 で あ る プ ラ ダ

の誕 生 を み た。 バ リ州 パ リサ ダの分 裂 の きっ か け とな っ た の は,プ ラ ダ の成 立 過 程 に

お い て 分 裂 し,2000年 に再 結 成 を は た し た青 年 組 織 プ ム ダ ・ヒ ン ドゥ ー(Pemuda

Hindu)の 活 動 で あ る。 この 団体 も全 国 組 織 で あ り,イ ン ドネ シ ア全 土 の ヒ ン ドゥー

の声 をす くい あ げ,パ リサ ダ の改 革 を推 し進 め よ う と した。 そ れ に反 発 したバ リの一

部 の勢 力 が パ リサ ダ全 体 の 合意 を無 視 して,も うひ とつ のパ リサ ダ を立 ち上 げ た の で

あ る。

イ ン ドネ シ ア に お け る ヒ ン ドゥー の歴 史 に お い て プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー,特 に そ のバ

リ支 部 は これ ま で に な い社 会 意 識 と機 動 性 を特 徴 と し,宗 教 の社 会 的 な役 割 を 明確 に

表 明 して い る。1989年 の カ ラ ンガ ス ム 県 チ ュ リ クや96年 の バ ドゥ ン県 プチ ャ トゥで

の土 地 問題 に 関す る運 動 が 知 られ て お り,他 に も96年 か ら99年 に か け て は シ ンガ ラ

ジ ャで 闘争 民 主 党 と ゴル カ ル の あ い だ の深 刻 な対 立 に外 部 か らの仲 介 者 と して介 入 し

て調 停 に成 功 した。 ま た,東 テ ィモ ー ル の独 立 闘争 に 関連 した活 動 も行 っ た。 東 テ ィ

モ ー ル に移 住 して い た バ リ 人 た ち は 暴 力 と脅 迫 に さ ら され,99年 まで に768世 帯 が

バ リに逃 げ帰 っ た。 州 知 事 は彼 らに別 の地 域 に再 度 移 住 す る よ うに勧 め たが ,移 住 先

で の恐 怖 を体 験 した彼 らはバ リに永 住 す る こ とを望 ん だ。 自 らの 出 身村 に帰 還 を は た

せ な い家 族 は行 き先 を失 う こ と とな り,プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー は州 知 事 の勧 告 に抗 議 し

た。 そ して,バ リ西 部 に寄 付 金 を も とに土 地 を購 入 し,帰 還 先 の な い 人 々 の た め の新

しい村 を建 設 した。 プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー は,独 立 した作 業 チ ー ム を作 っ て こ う した多

岐 に わ た る活 動 を展 開 して い る。

活 動 を つ な ぐプ ム ダ ・ヒ ン ド ゥー の 課 題 は市 民 社 会 の 実 現 で あ る。 実 際,デ ンパ

サ ー ル を南 北 に ぬ け る デ ィポ ネ ゴロ通 り沿 い に あ る プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー の事 務 所 ほ ど

市 民 社 会 とい う言 葉 が 乱 舞 す る 場 所 はバ リ に は な い 。 市 民 社 会 は シ ビ ル ・ソ サ エ

テ ィー と英 語 を使 っ て 表現 され1),こ こに 集 ま る弁 護 士,新 聞記 者,教 員,大 学 生 た

ち は さか ん に市 民 社 会 の可 能 性 を議 論 して い る。 そ して,彼 らに お い て市 民 社 会 と ヒ

ン ドゥ ー をつ な ぐ考 え 方 が,「 宗 教 と い う 回 路 を も ち い た社 会 運 動(gerakansocial

jaluragama)」 で あ る。 特 定 の 目標 の した に社 会 運 動 は 実 施 さ れ る が,活 動 そ れ 自体

は 目標 に 関 わ りの あ る 人 とそ れ に 関心 の あ る 人 だ け に 閉 じて しま う運 命 に あ る。 ピ ン
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ドゥーが多数派 をしめるバ リ社会において,宗 教の共通性に働 きかけ,同 胞意識を喚

起することは,互 いに共通する社会的な問題であることを人々に知 らせることにつな

がる。宗教 という回路 を用いることで,広 く人々に活動の意味を理解 してもらうこと

ができるとプムダ ・ヒンドゥーは考えているのである2)。

パリサダ改革においてプムダ ・ヒンドゥーが掲げた目標は,市 民社会の実現 という

課題から派生 した民主的ヒンドゥーである。パ リサ ダの会議において発言権が抑圧 さ

れてきた人たちに代表権 をあたえ,パ リサダをより開かれた機関として変革 していく

ことが目的である。サイババやハレ ・クリシュナといった世界規模の広が りをもつ宗

教団体やバリの地域的な称号団体がそこに含 まれており,ま ったく性格の異なる団体

を動員することにプムダ ・ヒンドゥーは成功 した。 こうした団体が抱いている批判意

識は,個 人のおかれた状況から共同体,国 家,歴 史にたいする見解にいたるまでそれ

ぞれ異なっている。プムダ ・ヒンドゥーはそうした多様な問題を切 り捨てず,検 討課

題 として取 りあげることを要求 し,そ れがバ リ州パ リサ ダが分裂にいたる争点 となっ

たのである。

たしかに,こ うしたプムダ ・ヒンドゥーの活動は,近 年議論 されている宗教の公共

的役割に関する論議 と呼応する動 きであるとみることもできる。世界規模に勃興する

宗教 をめ ぐる運動にふれながら宗教の公共性を問う論者たちは3),近 代と呼ばれる世

界において宗教は個入の問題 となり,社 会から撤退 していくという命題に異議を唱え

ることから出発 している。活発化する宗教活動を伝統宗教の復興 とみなしたり,そ れ

を根拠 として世俗化論の誤認、をあ らためて指摘 した りすることが彼らの目的ではな

い。むしろ,宗 教は市民社会や民主主義 と呼ばれる近代が生み出した諸価値 と対立す

るものではなく,倫 理性や道徳的含意を加味 しなが らそれらを再解釈 して新たな公共

世界を創出する可能性があることに彼 らは着 目している。同時に,宗 教 と呼ばれてい

る領域にたいする批判 も彼 らは提示 している。つまり,宗 教が真理 と絶対性をめぐる

自律的な領域であるとみなす考え方それ自体が近代に属 している点に意識的なのであ

る。だからこそ宗教の公共性の再検討は,冒 頭に引用 したカサノバの指摘にあらわれ

ているように,宗 教 と名指 しされた領域の自己解体 もふ くめて,近 代世界が成立する

条件 となっている境界線の引 きなおしを命 じているのである。

本論が着 目したいのは,し かし市民社会の実現や民主化 といった主張が ヒンドゥー

を名称にとりいれた団体に取 り込 まれている点だけではない。 また,こ うした主張が

1998年 スハル ト体制崩壊後の 「改革(reformasi)」 の時代における特徴的な言説であ

るからといって,プ ムダ ・ヒンドゥーの活動をヒンドゥーにおける改革の兆候 として
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取 りあげることでもない。 さらには,ス ハル ト時代の政治的無力化から脱却 して特定

の宗教団体が政治力を増 していることを指摘 したいわけでもない。そうではなく,パ

リサ ダを分裂に導 くにいたるまで,ヒ ンドゥーという領域において価値の多元化が進

行 している事実に注 目してみたいのである。実際 プムダ ・ヒンドゥーの活動だけな

らばパリサダの分裂は起 こらなかったのであり,諸 団体が参加することによってはじ

めて運動は広範な広が りを獲得 したのである。 こうした団体は,市 民社会や民主的ヒ

ンドゥーというプムダ ・ヒンドゥーの掲げたプログラムを全面的に支持 したわけでは

ない。むしろ諸団体は相互に対立する要求を持っており,プ ムダ ・ヒンドゥーの動員

におうじた理由はそれぞれの団体によって異なっている。諸団体の要求は,後 に明ら

かにするように,国 家 とパ リサ ダが結びついたなかで実施 された宗教行政にたいする

批判,バ リにおける共同体への批判,あ るいは植民地時代にまでさかのぼる歴史意識

とそれを批判的に乗 り越えようとする脱植民地意識などに起因している。民主的ヒン

ドゥーという呼びかけにおうじて諸団体は集結 したが,そ の内実はきわめて不連続な

ものなのである。そして,こ の不連続なものを取 り込む場であることが ヒンドゥーの

現実なのである。

多様な価値を主張する複数の主体が参加 しうるヒンドゥーという枠組みは不連続な

構成体である。エリー ト/サ バルタン,都 市/村 落 バリ人/非 バリ人といった階級,

生活世界,民 族性をめぐる差異をヒンドゥーは横断し,だ からこそヒンドゥーという

呼称は単数ではありえない。 ヒンドゥー教徒である個人,ヒ ンドゥー的な共同体の慣

習,国 家政策におけるヒンドゥー,ヒ ンドゥー団体,ヒ ンドゥー活動家,世 界的に広

がるヒンドゥー教の世界をヒンドゥーという呼称は同時に示す ことができる。市民社

会の実現を目標に掲げる民主的 ヒンドゥーはそのなかのひとつにす ぎないのであ り,

個人,共 同体,国 家,道 徳,世 界規模に広がる宗教意識を同時にヒンドゥーは包括 し

ている。その意味においてヒンドゥーとは,カ サ ノバの指摘するような互いを隔てる

境界線が再定義 されつつある個人,共 同体,国 家,法 制,道 徳の関係そのものに討議

が加えられ,新 たな関係が生産されつつある場であるといえる。

ヒンドゥーをめぐる価値の多元化を前にして,ヒ ンドゥー的なるものを所与の前提

と考える宗教学,あ るいは宗教 と近代的諸価値 との関わりを問題にはしても,近 代主

義者,改 革主義者,伝 統主義者などに手際 よく分類することで理解 しようとする政治

学は,進 行 しつつある現実を直視することはできないだろう。あるいはインドネシァ

における一部のイスラーム研究がそうであるように,思 想史に還元 していく解釈をヒ

ンドゥーに用いることはできない。本論は最初にまず全国規模のヒンドゥーの組織化
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がどのように進んだかを追い,そ の過程で浮上 したバ リ中心主義批判の内実を明らか

にする。次に,バ リ州パ リサダが どのように分裂 し,そ の争点はいかなるものであっ

たのかを考える。さらに,民 主的ヒンドゥーという主張に賛同した団体が これまでど

のような経過 をたどり,ど のような要求を掲げているかを明らかにする。二つの事例

を取 りあげるのは,そ れぞれの団体の性格が対照的なまでに異 な り,民 主的ヒン

ドゥーの内実が不連続であることを明示するためである。最後に,不 連続なものを取

り込んでいるヒンドゥーの現実に焦点をあて,境 界線を定める闘争を喚起する多元化

する価値のあり方 を考えたい。

2ヒ ン ド ゥー の 脱 領 域 化 と 国 家 に よ る 回 収

王国時代から続 くバリ島以外へのバリ人の流動は,植 民地時代には仕事や勉学のた

めにジャワの都市への移動が多 くなり,彼 らはこの時代から相互扶助のための団体を

結成 していた。国民国家の時代にはいり,共 和国政府はインドネシアでも最 も稠密な

人口密度を示すバ リ島社会 を移民政策の対象 とした。その結果,特 にスラウェシやス

マ トラにおいてバリ人が移住 して建設 した共同体が増加 した。移住 しなければならな

い原因はバ リ島社会そのものにもあった。国家主導の開発が進められた観光産業が拡

大 しは じめる1970年 代 にいたるまでバリ社会は貧困から抜け出すことはで きず,ま

た地震やバ リ東部に深刻な被害をあたえた63年 のアグン山の噴火のような天災がそ

れに拍車をかけた。また,特 に65年 虐殺事件以後,ヒ ンドゥーに所属するバ リ人以

外のインドネシア人 も増大 した。 ヒンドゥーの拡大 とともにパ リサダは管轄範囲を広

げ,現 在のところパ リサ ダ地方支部のない州はアチェ州だけである。

地域に点在 しているだけであったヒンドゥーを結ぶ組織は,国 家の要請にこたえる

かたちで1980年 代中旬にはじめて具体化された。83年9月,ジ ョクジャカルタにあ

るガジャ ・マダ大学のヒンドゥー ・ダルマ学生の会(KeluargaBesarMahasiswaHindu

Dharma)は バリ人の祝 日であるガルンガンを祝 う集まりにおいてセミナーを開催 し,

全国規模の組織形成の必要性を訴え,決 議 として表明 した。この動 きは,85年 に発

令 されることになる大衆組織(organisasikemasyarakatan)に 関する法令をめ ぐる国民

協議会(MPR)に おける論議に呼応 した ものである。準備活動 は早急には じまり,

全国のパ リサダを中心 としたヒンドゥーの代表にむけて組織の結成を呼びかける趣意

書が10月5日 送付 された。その書面には,83年 の国民協議会の決定4)を根拠 として

組織の必要性が明確にしるされている。国家の発展のためにはそれぞれの分野におけ
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る大 衆 組 織 の役 割 を強 化 す る こ とが 必 要 で あ り,そ の た め に は 「組 織 間 の均 衡 を は か

りなが ら,そ れ を安 定 させ る必 要 性 」 が あ る と決定 は述 べ て い る。 イス ラ ー ム と比 較

して 国家 レベ ル の社 会 組 織 を欠 い た ヒ ン ドゥー の弱 点 を 国民 協 議 会 決 定 は露 呈 させ た

の で あ る5)。

趣 意 書 は,ま ず バ リ島以 外 の ヒ ン ドゥー はバ リ島 の ヒ ン ドゥー よ り も多 数 に の ぼ る

とい う認 識 を提 示 す る と ころ か らは じま っ て い る。 冒頭 に み た二 つ の統 計 の うち,ヒ

ン ドゥー側 の数 字 が 最 初 か ら前 提 とな っ て い る の で あ る。 全 国規 模 の大 衆 組 織 の必 要

性 は 次 の よ う な現 状 認 識 か ら提 議 され て い る 。 パ リサ ダ が そ うで あ る よ う に,ヒ ン

ドゥー の組 織 の 中心 は依 然 と して バ リに あ り,バ リ島 の ヒ ン ドゥー しか 関与 で きな い

代 表 組 織 の形 態 が 続 い て い る。 しか もパ リサ ダは宗 教 的権 威 で あ り,バ リに さえ社 会

組 織 と呼 べ る もの は な い。 また,バ リ島以 外 の各 地 域 に お い て ヒ ン ドゥー は社 会 活 動

を行 う組 織 を形 成 して い るが,孤 立 し互 い の連 絡 関係 は な い。 この よ うな相 互 孤 立 状

況 が 続 け ば,国 家 レベ ル を見 渡 せ る指 導 層 の育 成 に失 敗 し,ヒ ン ドゥー の組 織 力 は低

下 した ま ま で終 わ る だ ろ う。 そ の結 果,国 民 協 議 会 の決 定 に ヒ ン ドゥー は 関与 す る こ

と さえ で きず,国 家 レベ ル の議 論 の場 に参 加 で きな い こ とは 明 らか で あ る。 だ か らこ

そ,全 国規 模 の社 会 組 織 の結 成 をぜ ひ と も急 が な け れ ば な らな い と趣 意 書 は い うの で

あ る。

趣 意書 が 回覧 さ れ た結 果,1983年11月19日 と20日 の二 日間 にわ た り125名 の 出

席 者 を え て,ジ ョク ジ ャカ ル タの カ リウ ラ ンに お い て組 織 の結 成 に む け た準 備 会 議 が

開催 され た。 ジ ャワ とバ リの各 都 市 か らは3名,そ の他 の地 域 の都 市 か らは1名 の代

表 が 参 加 し,作 業 部 会 を設 け て組 織 の代 表,規 定,活 動 方 針 が 定 め られ た。 団体 名 称

は イ ン ドネ シ ア ・ヒ ン ドゥー青 年 団体(PerhimpunanPemudaHinduIndonesia)と な り,

略 称 は先 にふ れ た プ ラ ダ と定 め られ た。 歴 史 上 の著 名 な司 祭 プ ラ ダ に ち な ん だ名 称 で

あ る 。 この 会 議 に は,バ リ州 知事 イ ダ ・バ グ ス ・マ ン トラ(IdaBagusMantra),宗 教

省 ヒ ン ドゥー部 門代 表 グデ ・プ ジ ャ(GdePudja),バ リ州 議 会 代 表 グス テ ィ ・プ トゥ ・

ラ コ(GustiPutuRaka)と い っ た 政 府 関 係 者 も顧 問 と して 参 加 して お り,国 家 機 構 に

よる承 認 が す で に確 保 され て い た。

規 定 され た 組 織 の性 格 につ い て は,ヒ ン ドゥ ー の精 神 に も とつ く宗 教 団体 で あ り,

パ ンチ ャシ ラ の枠 組 み に お け る宗 教 の秩 序 と国家 の秩 序 の両 立 を遵 守 す る と明言 され

て い る。 ヒ ン ド ゥ ー 的 概 念 を も ち い て 前 者 の 秩 序 を ダ ル マ ・ア ガ マ(Dharma

Agama),後 者 を ダル マ ・ヌ ガ ラ(DharmaNegara)と 呼 び,両 者 を併 置 す る考 え方 は,

パ リサ ダが 代 表 機i関お よび 宗 教 的権 威 と して の性 格 を明 らか に した1961年 の チ ャ ン
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プ ア ン宣 言 に お い て提 示 され て い た 。 そ して,84年 パ リサ ダ の 司 祭 会 議 が パ ンチ ャ

シ ラ を国 家 の基 盤(asas)と して 承 認 した こ とで こ の考 え 方 は強 化 され た6)。86年 に

開催 され たパ リサ ダ第5回 全 体 会 議 で は,パ ンチ ャシ ラ の浸 透 を 目的 と して政 府 が 定

め た指 針7)を 「社 会化 し,文 化 とす る」 重 要 性 を確 認 す る決 定 が 下 され た。 プ ラ ダの

成 立 とパ リサ ダ に よ る パ ンチ ャ シ ラ の 公 式 承 認 は 平 行 して い る の で あ る(Parisada

HinduDhannaseIndonesia1986:31)。 団 体 と して の パ リサ ダ との 関係 に 関 して は,プ

ラダ は そ の宗 教 的権 威 を承 認 した うえ で組 織 上 は完 全 に独 立 を保 ち,社 会 的次 元 の組

織 と して活 動 す る こ と を確 認 して い る。

1984年3月10日 か ら11日 に か け て,ヒ ン ド ゥー の 暦 の新 年 に あ た る ニ ェ ピ に あ

わ せ て 準 備 会 議 と同 じ場 所 に 各 地 域 の代 表 た ち は再 び結 集 し,パ リサ ダ と同 じ くマ

ハ ・サ バ(MahaSabha)と 呼 ば れ る全 体 会 議 が 開催 され た。 こ こに イ ン ドネ シ ア の ヒ

ン ドゥ ー の 歴 史 にお い て 最 初 の 全 国 規 模 の社 会 組 織 が 誕 生 した の で あ る 。3月11日

は ス カ ル ノが スハ ル トへ 政 権 を渡 す こ とを承 認 し,新 政 権 が 事 実 上 誕 生 した 日 と して

知 ら れ て い る 。 パ ンチ ャ シ ラ と45年 憲 法 に も とつ く新 秩 序 の 新 た な 出発 点 と な る

ち ょ う ど この 日に結 成 をむ か え た こ とを プ ラ ダは歓 迎 した。 宗 教 的社 会 組 織 は 国家 体

制 の枠 組 み に お い て形 成 され,体 制 を 強 く支 持 す る 団体 とい う特 色 を最 初 か ら持 っ て

い た 。 ヒ ン ドゥー はバ リ島 か ら脱 領 域 化 され る と同 時 に,全 国 レベ ル の組 織 が 誕 生 し

た こ とで 国家 と ヒ ン ドゥー の 関係 は 強化 され た の で あ る。

迅 速 に進 ん で きた か に み え た組 織 設 立 へ の動 きは全 体 会 議iを さか い に暗 礁 に の りあ

げ,後 に大 き な影 響 を お よぼ す 分 裂 へ と発 展 して い っ た。 パ リサ ダ を は じめ と して,

準 備 段 階 に お い て 中心 とな っ た メ ンバ ーが 創 設 され た新 た な組 織 の役 職 につ く こ とが

ヒ ン ドゥー 関係 の組 織 で は慣 例 とな っ て い た。 だが,ジ ャカ ル タの代 表 と して5名 の

プ ラ ダ結 成 実 行 委 員 の一 人 で あ っ た ワ ヤ ン ・ス デ ィル タ(WayanSudhirta)は,全 体

会 議 以 後 の手 続 き を不 服 と して委 員 会 か ら脱 会 した。 実 行 委 員 会 の分 裂 回避 に む け た

調 整 は 失 敗 し,混 迷 のす え に あ らた な 人 選 が は じま り,1985年4月15日 に な っ て プ

ラ ダの 中央 代 表 委 員 会(DewanPimpinanPusat)は よ うや く正 式 に発 足 した 。 混 乱 を

生 み 出 した ス デ ィル タ を中央 代 表 委 員 会 は,公 共 へ の配 慮 な に よ り も ヒ ン ドゥー教

へ の配 慮 を欠 い た エ ゴイ ス トと して攻 撃 した もの の ,あ く まで も統 一 組 織 の樹 立 を優

先 させ て 次 回 の全 体 会 議 に は 合流 す る よ うに働 きか け た。 しか し,ス デ ィル タは プ ラ

ダ とは決 別 し,別 の組 織 を立 ち あ げ た。 人 事 の混 乱 は組 織 の分 裂 へ と発 展 し,統 一 し

た社 会 組 織 の夢 は結 成 され た直 後 に破 綻 した。 そ して,ス デ ィル タが 結 成 した新 しい

組 織 こそ,は じめ に ふ れ た プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー な の で あ る。
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プ ラ ダは 国 家機構 の後 ろ盾 を確 保 す る こ とで プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー の無 力 化 を は か っ

た。 組 織 活 動 を管 轄 す る 内務 省 と宗 教 省 に た い し て,フ.ラ ダ こ そ が 「唯 一 の 」 ヒ ン

ドゥー の 社 会 組 織 で あ る こ と を認 定 させ た8)。 パ リサ ダ もま た プ ラ ダに た い して積 極

的 に協 力 した。 第5回 全 体 会 議 に お い て ヒ ン ドゥー の社 会 組 織 と して プ ラ ダが 唯 一 の

もの で あ る こ とが 承 認 され,新 聞 な どの メ デ ィア に は プ ム ダ ・ヒ ン ドゥーが 非 公 認 で

あ る こ とが伝 え られ た 。 そ の う えで パ リサ ダ は 地 方 支 部 に 再 度 に わ た っ て 通 達 を だ

し9),各 地 域 の パ リサ ダ に プ ラ ダの 組 織 を設 け る こ と を要 請 した の で あ る。 プ ラ ダ 自

体 は1987年3月27日 に な って 会 則 を 固 め,県 の レベ ル にい た る 内 務 省 担 当 部 局 に

85年8号 法令 に も とつ くヒ ン ドゥー の社 会組 織 と して登 録 を完 了 させ た 。

一 方
,プ ラ ダ側 か らの組 織 的 な締 め 出 しに もか か わ らず,プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー は途

絶 え る こ とは な か っ た 。 時 には 名称 をか え,財 団 と して 活 動 は続 け られ たlo)。プ ラ ダ

は設 立 され た経 緯 に 関 す る詳 しい報 告 書 を1989年3月11日 付 で発 表 す る の だが,設

立 経 緯 を確 認 して 自 らの 正 統 性 を あ らた め て こ の 時 点 で確 認 しな け れ ば な ら ない の

は,プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー の 存 在 を プ ラ ダ が 無 視 す る こ とが で き な か っ た た め で あ る

(DewanPimpinanPusatPeradahIndonesia1989)。 設 立 に い た る 不 幸 な 経 緯 ゆ え に 敵 対

す る こ と とな っ た二 つ の組 織 の あ い だ に は嫌 が らせ と妨 害 が 続 い た。 そ して,ス ハ ル

ト政 権 が 崩 壊 した の ち の2000年ll月12日,7州 の 代 表 と500人 の 参 加 者 を え て,

ジ ャ カル タの アデ イ テ イ ア ・ジ ャ ヤ(AdityaJaya)寺 院 に お い て プム ダ ・ヒ ン ドゥー

は再 結 成 を宣 言 した 。 地 名 か ら ラ ワマ ン グ ン(Rawamangun)寺 院 と して 知 られ て い

る この寺 院 は ジ ャカ ル タに お け る最 大 規 模 の寺 院 で あ り,首 都 に お け る ヒ ン ドゥー の

拠 点 で あ る(写 真1)。 結 成 式 に は 中 央 パ リサ ダ代 表 と宗 教 省 代 表 も参 加 して お り,

長 ら く遠 ざけ られ て きた 国家 機 構 か らの承 認 を プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー は この時 は じめ て

え た 。 こ う して,公 式 に 二 つ の 社 会 組 織 が ヒ ン ドゥー に存 立 す る こ と とな っ た 。 「長

い 時 問 と苦 い経 験 」 を語 る再 結 成 の意 志 を しる した文 書 は,プ ラ ダ に よる プ ム ダ ・ヒ

ン ドゥー の締 め 出 しは一 部 の エ リー トに よる もの だ と しなが ら も,直 接 的 な物 理 的妨

害 とい う よ りは官 僚 組 織 を用 い た政 治 的無 力 化 が 行 わ れ た事 実 こそが ス ハ ル ト体 制 の

全 体 主 義 的 な圧 政 を証 明 す る何 よ り も明 らか な証 拠 で あ る と言 明 して い る(Dewan

PimpinanPusatPemudaHindu2000)o

l990年 代,国 家 レベ ル の ヒ ン ド ゥー の 組 織 化 へ の 動 き は,青 年 とい う枠 組 み を こ

え て さ ら に加 速 した。1991年 ジ ャ カ ル タの タマ ン ・ミニ に あ る ヒ ン ドゥー寺 院 に お

い て パ リサ ダ は 第6回 全 体 会 議iを開 催 した。 そ の直 後 の9月29日,バ リ中 心 主 義 か

ら脱 却 しえ な い 会議 の結 果 に満 足 しな か っ た 人 々が 集 ま り,ラ ワ マ ン グ ンの寺 院 に お
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写真1ア デイティア ・ジャヤ寺 院の内部

い て イ ン ドネ シ ア ・ヒ ン ド ゥ ー知 識 人 フ ォ ー ラ ム(ForumCendekiawanHindulndo-

nesia)が 結 成 され た 。 ジ ャ カ ル タ,バ リ,バ ン ドゥ ンな どか ら91名 の参 加 者 が 集 ま

り,運 営 委 員 を設 け て フ ォー ラ ム は動 きは じめ た。 運 営 委 員 の長 と して この フ ォー ラ

ム を主 導 した の は,イ ン ドネ シ ア で最 も影響 力 の あ る雑 誌 「テ ンポ 」 の記 者 で あ り,

ヒ ン ドゥー を代 表 す る論 客 の ひ と りで あ る プ トゥ ・ス テ ィア(PutuSetia)で あ る(写

真2)。 プ ラ ダ か ら締 め 出 し を う け な が ら も プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー が 活 動 を維 持 で きた

の は,設 立 者 で あ る ス デ ィル タの バ リに お け る政 治 活 動 と と もに,ジ ャカ ル タに お い

て彼 が フ ォー ラ ム結 成 をは じめ と した新 た な動 きに積 極 的 に 関 わ る こ とで 自 らの存 在

を確 保 して い た た め で あ る。 根 強 いバ リ中心 主 義 批 判 が ジ ャカ ル タを 中心 に広 が っ て

い た の で あ り,そ れ に 関与 す る こ とで彼 の活 動 は許 され て い た の で あ る。

プ トゥ ・ス テ ィア は この フ ォー ラ ムが どの よ うな組 織 で あ り,な ぜ そ れが 必 要 で あ

る の か を雄 弁 に語 って い る(Setia1993:129-174)。 フ ォー ラム と名 づ け られ て い る の

は,そ れ が 開 か れ た組 織 を 目指 して い る た め で あ る。 つ ま り,規 則 を作 り,会 員 登 録

を行 う団体 な の で は な く,運 営 委 員 はお く もの の 誰 もが 参 加 し,発 言 で き る場 で あ る。

そ して,名 称 に加 え られ て い る知 識 人 とい う言 葉 は,学 術 関係 あ る い は宗 教 的権 威 に

連 な る 人物 が 想 定 され て い る わ け で は な い。 そ うで は な く,宗 教 と社 会 に 関 わ る 問題

を広 い視 野 か ら議 論 で きる存 在 を そ れ は意 味 して お り,そ の よ うな見 識 を持 ち,発 言
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したいという意欲があるのなら,教 育背景,所 属組織,職 業,民 族 社会的地位,性

別を問わず誰 もが参加できるのである。フォーラムの最大の目的は国家 レベルにおけ

るヒンドゥー教徒間の対話であり,コ ミュニケーションの場所 となることである。 自

由な発言を歓迎するために,パ リサダをはじめとしたヒンドゥーのすべての組織に

フォーラムは敬意を払 うが,ど の組織にも特定の関係を持つ ことはなく,独 立 した立

場を維持する姿勢を明らかにしている。

では,な ぜ対話ない しはコミュニケーシ ョンの場所が必要 となったのか。3つ の理

由をプ トゥ ・スティアはあげている。第一に,ヒ ンドゥー教がバ リ島のなかのバ リ人

だけの宗教 と考えられており,ヒ ンドゥー教徒がインドネシア全土に広がっていると

いう事実が等閑視 されている。第二に,地 域的に限定 された宗教 と考えられているた

めに他の宗教 と同等の地位が承認 されておらず,だ からこそ宗教間の対話 とそれによ

る国家建設 に貢献できない。そ して最後 に,以 上のような状況におかれていること

で,国 家 レベルにおけるヒンドゥーの声はいまだ不明確であり,国 家における意志決

定過程 にヒン ドゥーは参加 しえていない。こうした論点は,社 会組織が生 まれる

1983年 の議論の延長にプトゥ ・スティアがいることを示 している。

さらには,以 上3つ の課題が ヒンドゥーをめぐる差別の構造 として一般化 されてい

る強い兆候があり,そ れこそがプ トゥ ・スティアをフォーラム創設へ と駆 り立てた大

きな動機であった。つ まり,次 のような批判が常態化する傾向を彼は認めているので

ある。 ヒンドゥー教はバリに限定 され,実 際の宗教の内実は動物を大量に殺す儀礼ば

かりであり,悪 魔信仰を信 じている。カース トという制度をもち,い まだに前近代的

な身分制度を維持する遅れた宗教である。 ヒンドゥー教の中心寺院であるはずのブサ

キ寺院を観光の対象 とすることを許 しており,ヒ ンドゥー教徒はイスラームでは考え

られない不純な信仰の持ち主である。 さらにいえば,著 名な寺院であるタナ ・ロット

が車の宣伝 に使用 され,分 譲地の宣伝 に司祭や貴族の住 む屋敷 を意味す るグリヤ

(Griya)や プリ(Puri)が 使われているように,ヒ ン ドゥーの信仰対象や宗教的要素

が躊躇なく消費社会に飲み込まれている。メディアの拡大はこの傾向をさらに強めて

おり,消 費文化におけるヒンドゥー的要素の濫用は拡大 している。 こうした問題が起

こるのはこれまで国家 レベルにおいてヒンドゥー教徒が発言することがなかったため

であり,だ からこそ全国規模でヒンドゥーが集まり,実 際的な問題を議論する場所す

なわちフォーラムが必要であるとプ トゥ ・スティアは主張するのである。そのうえ

で,ヒ ンドゥー教徒が抱える具体的な社会問題 例えば貧困の解消,教 育の向上,銀

行の利子 といった点についても議論 したいと彼は自らの問題意識を語っている。
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写真2仕 事場 のプ トゥ ・スティア氏

フ ォー ラ ム の設 立 と と もに プ トゥ ・ス テ ィア は,ヒ ン ドゥー に た いす る全 国 レベ ル

の メ デ ィア の 出 版 に も着 手 した 。 全 国 レベ ル の ヒ ン ド ゥー の雑 誌 は,従 来 『ヒ ン

ドゥー ・ダ ル マ通 信(WartaHinduDhanna)』 の 一 誌 しか 存 在 して い なか っ た。 しか も

この雑 誌 は 内容 が 限定 され て お り,政 府 関係 者 の演 説 な どが 中心 で あ っ た。 そ れ に た

い して プ トゥ ・ス テ ィア は全 国 の ヒ ン ドゥー教 徒 が どの よ うな活 動 を して い る の か を

具 体 的 に伝 え る メ デ ィア を構 想 し,1995年 刊 行 を 開始 した。 太 陽 を意 味 す る 「ラ デ ィ

テ ィア(Raditya)』 と名 づ け られ た こ の雑 誌 は,最 初雑 誌 と して の 出 版 許 可 を え る こ

とが で きず,本 の形 態 の も とに2ヶ 月 に1回 の割 合 で 出版 され た 。許 可 が お りる と と

もに 見 や す さ を考 慮 して 書 面 を大 き く し,1ヶ 月 に2度 発 行 され る雑 誌 と な ったll)(写

真3)。

1980年 代 に は じ ま る以 上 の よ う な ヒ ン ドゥ ー の全 国 規 模 の組 織 化 の動 き は,国 家

と宗 教 組 織 の あ い だ の駆 け引 きを 浮 か び あが らせ て い る。 パ ンチ ャシ ラ政 策 の枠 組 み

に お い て 国 家 レベ ル の 組 織 形 成 を 開始 した ヒ ン ド ゥー は,従 順 な体 制 の支 持 者 で あ

る 。事 実,プ ラ ダ もプ ム ダ ・ヒ ン ドゥー も と も にパ ンチ ャ シ ラ と45年 憲 法 の 遵 守 を

第一 に掲 げ,国 家 へ の貢 献 を うた っ て い る。 そ の意 味 で 国家 へ の ヒ ン ドゥー の 回収 は

明 らか に 成 功 した とい っ て よい だ ろ う。 しか し逆 に言 え ば,こ の 回 収 に よ っ て ヒ ン

ドゥ ー の社 会 的 次 元 に お け る 発 言 力 は 全 国 レベ ル で 組 織 化 さ れ た の で あ る 。 さ らに
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は,こ の組織化は思われざる結果を生んでいく。人事上の争いに端を発 して組織 自体

が分裂 し,国 家機構を用いて一方が他方を締め出す という事態に発展 した結果,周 辺

化 されたプムダ ・ヒンドゥーは闘争性を高め,体 制への批判を強めていった。国家へ

の回収は国家への批判者を同時に生んだのである。

プムダ ・ヒンドゥーは,団 体の目標 として政治的対抗運動を強調 しているわけでは

ない。2000年 に定められた綱領 に示 された活動 目標には,き わめて穏健な内容が並

んでいる。まず,パ ンチャシラと45年 憲法,そ して1985年8号 法令を基礎 とする団

体であることが明示 され,ヒ ンドゥーの教義 と歴史に関する研究 と教育,そ の成果を

まとめた出版物の制作 と配布,宗 教教師の育成,そ してヒンドゥー ・センターの建設

などがあげられている。 しかし,バ リにおけるプムダ ・ヒンドゥーの活動はきわめて

政治色が強い。ひとつには後述するようにバリにおける共同体の特色にそくした活動

方針をプムダ ・ヒンドゥーが とっているためだが,同 時にプムダ ・ヒンドゥーを立ち

あげた当事者であるスディルタの政治姿勢にも起因している。彼は自らの活動の重心

をジャカルタからバリに移動 させ,強 権的な体制にたいする政治批判を鮮明に打ち出

した12)。すでに青年といわれる年齢をこえたスデ ィルタ自身はプムダ ・ヒンドゥーか

ら離れるが,彼 の心酔者がバリのプムダ ・ヒンドゥーの長 となった。何 よりもバ リの

プムダ ・ヒンドゥーの事務所 こそスディルタの個人的な事務所が使われているのであ

写真3デ ンパサ ールにある 「ラデ ィテ ィア』編集室
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る。州政府 を標的としてスディルタが攻撃的な活動にでるほど,彼 は私怨をはらして

いるのではないかという見方が広が り,市 民社会 という目標 自体がその道具 となって

いるという疑いが一方では存在する。他方では強権的なスハル ト体制下で活動を起 こ

したスディルタの勇気 を賞賛 し,彼 を英雄視する人問も多い。スディルタの活動をめ

ぐる評価が分かれるなかで,プ ムダ ・ヒンドゥーが掲げる市民社会の実現 という目標

は決 して中立的な立場で受け入れられているわけではなく,ま たプムダ ・ヒンドゥー

への支持 も限定 されたものになっているのである。

3共 同 体 と ヒ ン ド ゥー 代 表 機 関

ヒンドゥーの全国規模の組織化がは じまるなかで,1986年 からパ リサ ダ全体会議

の終了後,バ リ州パ リサダの定例会議(Lokasabha)を 実施する仕組みがは じま り,

パ リサダ全体 とバ リ州パリサダの分離が顕在化 しはじめた。そして,91年 第6回 パ

リサダ全体会議iにおいて国家 レベルにおけるパ リサダの地位が主要課題のひとつ と

なった。この全体会議から従来の 「パ リサ ダの中心はデンパサールにおく」から 「パ

リサダはデンパサールに位置するが,日 常業務担当者はインドネシア共和国の首都に

お く」と基本条項が書き換えられた13)。司祭組織はやはりバ リに中心をお くものの,

パ リサダの活動業務は国家規模におよぶことが確認 されたのである。パ リサ ダ中央が

ジャカルタに設置 され,そ の存在が制度化 されたことで,バ リ人が主体 となるバリ州

パ リサダとパ リサダ中央はこれまでにない緊張関係を形成 しはじめた(写 真4,5)。 パ

リサダ中央はバリ人中心主義に陥ることを常に警戒 しており,例 えば役職の認定にあ

たってバ リ人とそれ以外の人間が候補にあがった場合,後 者を優先するように配慮 し

ている。また,プ ラダはヒンドゥーが民族 としてのバリ人を意味 しないことをあらた

めて表明し,ヒ ンドゥーの枠組みにおけるバ リの中心性を正面から剥奪 した。 こうし

たジャカルタとバリのあいだで高 まる緊張関係の根底には,バ リ社会で誕生 した経緯

に由来するパリサダと共同体 との特殊な関係が横たわっている。

バ リ社会の日常生活には,個 人の通過儀礼から共同体の寺院にいたるまで儀礼が大

きな役割 をはたしている。儀礼の過程 とそれを執行する司祭の地位,用 いられる供物

とその作成方法,儀 礼 を実施するための労働力 と物質的資源の動員方法は,慣 習に

よって規定されている。婚姻規定 も含め,ひ とつの法によって管理 される慣習がア

ダット(adat)と いう用語で認識 されている。アダットとデサと呼ばれる共同体が一

致 し,機 能しつづけていることがバ リ社会の大 きな特質である。植民地時代,政 府は
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写真4ジ ャカルタのパ リサ ダ中央本部

写真5バ リ州パ リサ ダ支部
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行政組織 を整備するなかでアダットとは別の官僚機構の最末端に位置する行政単位を

設置 したが,ア ダットが消滅することはなかった。公共行政を意味するオランダ語か

ら派生 したディナス(dinas)と い う用語で示 されるデサ ・デ ィナスとデサ ・アダッ

トが並存する状況が生 まれ,イ ンドネシァ政府による村落行政のなかで変容をこうむ

りながらもアダットは自律的な領域 を確保 している。バ リ島全体にわたって2001年

の段階では約1,400弱 のデサ ・アダットが存在 していると認識されている。

ヒンドゥーの全国レベルの組織化において問題 となるのは,パ リサダとして制度化

される代表機関がデサ ・アダットに依存 しており,バ リ島という地域の地方的特質を

強く内在化 させている点である。パ リサダ成立につながる宗教の制度化は植民地統治

体制の完成期にあたる1930年 代にはじまり,先 述 したように50年 代バ リ地方議i会と

宗教省 との交渉過程において固まっていった。 この過程においてバリ島以外の ヒン

ドゥー教徒 との連絡関係 はあったものの,彼 らの存在が配慮されることはなかった。

バ リ社会か ら誕生 したパリサダは最初からデサ ・アダットの存在を前提 としてお り,

慣習の上に成立 した組織である。つまり,司 祭を中核 とした宗教的権威だけが制度化

され,社 会的次元における活動をデサ ・アダットに委託 し,そ の領域における組織を

欠落させているのである。司祭による宗教決定(Bhisama)の 公布,ブ サキ寺院をは

じめとした公共寺院の儀礼の執行,司 祭の資格やヒンドゥー教徒への改宗の認定,と

いった職務 をはたす権限をパ リサ ダは握っている。その一方,パ リサ ダは教義におい

てアダットの自律性 を承認 し,ア ダットに介入することを最小限にとどめる方針を続

けてきた。

1990年 代にはい り,パ リサダのデサ ・アダッ トへの依存はバリ社会内部からも外

部からも批判 をこうむる結果 となった。バ リ社会における問題 とは,端 的にいえばパ

リサダの無力 さである。パ リサダはヒンドゥーの代表機関であ り,バ リ島はヒン

ドゥー教徒が多数派 をしめているにもかかわらず,そ のバ リにおいてパリサダの存在

が希薄なのである。つまり,慣 習が力を持つ村落の共同体の次元においてはパ リサ ダ

が関与する活動はほとんど存在 しておらず,日 常的な生活のなかでパリサダは文字通

り見えない存在なのである。バ リ以外の社会においては,パ リサ ダが社会的次元の組

織 を欠落 させていることが大 きな課題 となった。 ヒンドゥーの存在のあり方は一様で

はない。ジャカルタのような大 きな都市ではヒンドゥーは分散 して生活 している。一

方,移 民社会がそうであるように,ヒ ンドゥーがある程度の規模で集 まり,共 同体を

形成 している地域 も存在 している。いずれの場合にしても,基 盤 となる慣習が最初に

あったわけではなく,そ の意味でバ リの共同体のモデルをバ リ以外で用いることはで
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きない。バ リでアダットとして概念化 されている領域をバ リ島以外のヒンドゥーはひ

とつひとつ構築 しなければならなかった。例えばジャカルタのヒンドゥーの場合,埋

葬 宗教教育,寺 院の建設などにそれぞれ独立 した組織を設けており,そ の規模はヒ

ンドゥー人口の拡大 とともに大きくなった14)。その意味で社会的次元にまったく注意

を払わず,沈 黙を続けるパリサダは,バ リ島以外のヒンドゥーにとって満足 しうる存

在 とはいえないのである。

慣習に依存 したことで社会的次元を構造上欠落 させている代表機関のあり方は,プ

ラダとプムダ ・ヒンドゥーの棲み分けと活動内容の差異に反映 している。プムダ ・ヒ

ンドゥーの活動はバリ州で特に目立ち,そ れにたいしてプラダはバ リ島ではほとんど

機能 しておらず,そ れ以外の地域で堅実な活動を続けている。プラダは政治的次元に

は関与することなく,穏 健な社会活動を主体 としているのにたいして,バ リにおける

プムダ ・ヒンドゥーは先述 したように政治色を強 く打ち出しているのである。

自律 した領域を確保 している共同体の存在が,バ リにおいてプムダ ・ヒンドゥーが

政治色を強める背景 となっている。デサ ・アダットには,国 家 レベルの政治に直接関

与する契機は本来的には存在 しない。そうした共同体における政治にたいする声 とエ

ネルギーを政党 とは別個にくみあげる受け皿 となることが,プ ムダ ・ヒンドゥーの姿

勢なのである。それにたいしてプラダは,社 会的次元における活動を行 うための組織

であり,共 同体 という次元が希薄であったバリ島以外において組織化がすすんだ。そ

して,プ ラダはあくまで宗教 という枠組みにおける社会組織であり,政 治領域に介入

しないことを意識的に選択 している。 こうした理由からプラダとプムダ ・ヒンドゥー

の棲み分けがはっきりするとともに,プ ムダ ・ヒンドゥーによるプラダへの攻撃は明

確 となった。つまり,政 治 と宗教を切 り離すプラダの立場はスハル ト体制の官僚機構

の後ろ盾 をえた組織 に運命づけられた政治的無力 さに他な らない とプムダ ・ヒン

ドゥーは批判するのである。

たしかにプラダは,例 えばジャカルタにおける活動を見た場合,社 会的次元の組織

化を補 う役割を明確にになっている。家族 どうしの交流をとおした相互扶助を目的と

した団体(KeluargaPemudaSuka-DukaHinduDharma)を 結成 し,1年 に一回学校の休

みを利用 して家族 ぐるみで近郊に出かけてヒンドゥーの講習会を実施することが最大

の活動である。また,月 ごとにスポーッ大会や小規模な講習会を開催 している。広い

領域に散 らばり,電 話やメールで連絡をとりあう彼 らにとって,こ うした機会は寺院

における儀礼や日曜学校 とともに,相 互に交流を深めなが ら宗教を学ぶ機会 となって

いる。慣習が明確に存在するバ リ島社会においてわざわざこうした団体を作る必要は
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ない。

国家 レベルのヒンドゥーの組織化 とともに,全 国のヒンドゥーを見渡 し,各 地のヒ

ンドゥーの活動 を比較 しうる視点が生 まれている。そのなかで,プ ラダはバ リにおけ

るアダットと並ぶものであるという考え方が可能 となっている。実際 『ラディティ

ア」編集長プ トゥ ・スティアは,た しかにアダットは自由な意志によって脱会するこ

とはできないが,そ の点 を除いてはプラダのような組織を社会的次元においてアダッ

トと同等の機能をはたすものとして論 じている(Setia1993:72)。 彼にはアダットの特

権視はもはやないのである。そして,こ うしてアダットとプラダが同じ次元に設定 さ

れることによって,プ ラダ側から,つ まりはバリの外側からバリのアダットを批判す

る視点がヒンドゥーの内部に生 まれ,ジ ャカルタとバ リとの緊張関係を強めるひとつ

の要素 となっている。

デサ ・アダッ ト批判の顕在化 は新たな事態である。これまでバ リ社会においてデ

サ ・アダットはきわめて肯定的に評価 されてきたのであり,そ の可能性を今後最大限

に拡大 していくべ きだという見方は根強い。デサ ・アダットは自律的な社会組織の模

範的存在であり,そ の潜在能力を十分に用いることによって社会的秩序を確保 しうる

安定 した社会 を作 りあげることができるという考え方である。現在でも内務省をはじ

めとした国家機構およびバ リ州政府はこうした立場を大枠では支持 しており,デ サ ・

アダットの機能拡大 を進めている。 また,ス ハル ト政権崩壊以後法制化 された地方分

権の流れにおいて,デ サ ・アダットの権限は実質的に強化されているis)。そうしたな

かでヒンドゥーの内部でデサ ・アダット批判が提議 されているのである。

批判はいくつかの論点 を含んでいる。アダットの相互扶助や社会性の特質そのもの

にまず疑いがむけられている。つまり,バ リのアダットの根底にあるのは儀礼の実現

だが,相 互扶助システムは儀礼に限定 されており,一 般的な意味における社会扶助を

バ リ社会は根底的に欠いており,不 十分な社会性 しか実現 されていないという批判で

ある。また,罰 金規定があるためにバ リ人は儀礼の労働義務 に参加 しているのであ

り,社 会扶助の理念 を共有 しているためではなく,バ リ人はインドネシアにおいて最

も個人主義的な人間であるという批判 さえ口にされている。 さらには,デ サ ・アダッ

ト間の問題処理の難 しさを取 りあげて,デ サ ・アダットが実現 しているとされている

社会秩序の内実に疑問が投げかけられている。かつては王国が解決にあたっていたア

ダットの法 を超える問題あるいはデサ ・アダット聞で起 こる問題について,現 在それ

を明確に処理する権限をもつ機関は欠落 している。そのために,た とえデサ ・アダッ

ト内部において秩序が維持 されたとしても,そ うした問題は放置 され,デ サ ・アダッ
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トの存在がただちに社会の秩序を意味するとは限らない。プムダ ・ヒンドゥーはこう

した領域に介入しており,ア ダットとは宗教の領域であり,本 来パ リサダが問題解決

に一定の役割をはたすべ きであるのに,デ サ ・アダットに無批判に依存 しているパ リ

サ ダはその機能をまったくはたしていないと彼 らは考えている。プムダ ・ヒンドゥー

にとってこうした問題への介入は,村 落社会に影響力を拡大 させ,そ こからの要請を

吸い上げ,共 有 していく戦略の実践である。

デサ ・アダット批判はヒンドゥー外部からも加えられている。そうした批判が注視

しているのは,デ サ ・アダットをめぐる治安状況 と自治警護のあり方である。国家警

察は最 も人々の生活 とかかわりをもつ 自治警護の活動を奨励 し,警 察の能力を補 う存

在 と位置づけている。秩序の維持 という大 きな目的にたいして自治警護組織のはたす

役割は重要であるとはいえ,そ の活動が野放 しにされてよいとは限らない。法にもと

つ く公平性に警護組織が従っているとは必ず しもいえないのである。実際,警 察の行

動を逸脱 した村落社会における処罰やリンチが 「アダット事件」 として新聞紙上にも

報道 されている。 こうした報道をとりあげる論者たちは,法 的枠組みに属 さない自治

警護が私的な利益に流用 される危険は常に存在 し,一 種の共同体による 「処刑」が起

こっていると警告 している(ConnorandVickers2003:173-178)。 デサ ・アダットが国

家の法的秩序が介入しえない独立 した領域 となる可能性があり,デ サ ・アダットの権

限拡大は国家秩序への信頼性が低下 している証拠のひとつであると論者たちはみるの

である16)。

プラダとデサ ・アダットの併置を可能 とする視点は,ア ダットのみならず さらに広

い視野からのバリ社会批判をもたらしている。 しかもそうした批判には強い道徳的含

意が こめられており,ジ ャカルタのプラダのなかにはバ リ人移民社会を理想郷 ととら

えてバリ社会の 「堕落」を指摘する厳 しい認識が存在 している。元プラダ長はこう述

べている。バ リに大 きな富をもたらした観光産業は,日 本をはじめとした観光客を送

り出す先進国とインドネシアのあいだの大 きな貨幣価値の差を前提 としている。こう

した格差に依存する観光 という産業分野は,本 質的に従属的および奴隷的構造 を内包

している。また,経 済危機や爆破事件によって経験 したように,観 光産業は風評に左

右 されやす く不安定なものである。こうした問題がすでに明白であるにもかかわら

ず,バ リ社会は観光産業への依存を深め,他 分野の開発と他地域への投資をおこた り,

観光産業へのさらなる特化を深めている。観光産業が導入 される以前,バ リは稲作を

基盤 とした農業社会であった。バリ社会が 「健全な」かたちに立ち返るためには,農

業分野に生産を再び戻すほかはない。 しかし,一 度外貨のうまみを味わったバ リにお
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いて,従 来の農業への回帰はもはや不可能である。可能な選択肢 とは輸出作物生産で

あろう。実際,国 家規模の観光開発プロジェク トであったヌサ ・ドゥア開発 と同額の

資金を輸出作物用の農園開発に使っていた ら,農 業への回帰ははたせたのではない

か。一方,移 民 したバリ人たちはバリ固有の技術を駆使 して農地を開き,農 業社会を

作 りあげている。1963年 のアグン山噴火によってバ リをあ とにせざるをえな くなっ

たバ リ人が多 く住むランプンのバ リ人社会はその典型である。バ リ人社会の本質はも

はやバリにはなく,こ うした移民社会にある,と 。

こうした議論 を展開するプラダ関係者たちはジャカルタに生まれた世代であり,彼

ら自身は大企業のサラリーマンとして働 くエリー トである。ジャカルタを南北に貫 く

スーディルマン通 り沿いに聾え立つ高層 ビルに勤務する彼 らに農業に立ち戻る意志な

どはもちろん微塵 もない。彼 ら都市のエリー トたちは理想主義を口にすることはいと

わず,バ リを批判することに躊躇はない。エリー トの視線は明らかに高みから見下ろ

しており,彼 らのバ リ批判は一方的なものではある。その無責任 さを糾弾することは

容易だが,逆 に見下ろす ことを可能にしているインドネシアを全体に見渡す視野はバ

リ社会にはほとんど存在 しない。実際 成功の源であった観光そのものを標的にした

批判 を口にするという現象はバリでは稀有である。バリ以外のヒンドゥーが同じヒン

ドゥーの島としてバ リを外側から批判する環境が,ヒ ンドゥーのなかで広がってい

る。そしてその批判には,バ リ入の本質を見失ったバリ人としてバリ島にいるバリ人

を道徳的に攻撃する視点が こめられているのである。

4分 裂 す る宗 教 的 権 威

全国レベルのヒンドゥーとバリのヒンドゥーとの緊張関係は,バ リ社会において驚

くべ きかたちで露呈することになる。パリサダが誕生 したバ リ州におけるパリサダの

分裂である。2001年9月20日 か ら24日 にかけてサヌールにおいてパ リサダは第8

回全体会議を開催 した。続いて先述 した1986年 以来の慣例に従い,バ リ州パ リサダ

は同年11月23日 チ ャンプアンにおいて第4回 定例会議を開いた。 この会議におい

て,パ リサダ全体の活動指針であるはずの全体会議の議決が拒否 され,定 例会議の根

拠は前回スラカルタで開催 された第7回 全体会議の議決におかれた。それにたいして

パ リサダ中央はチャンプアン会議の存在を否定 し,翌2002年3月29日 ブサキ寺院に

おいて再度第4回 定例会議 を開催 したのである。

第8回 全体会議から2度 目の定例会議開催に至る過程は,全 国レベルのヒンドゥー
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とバ リの一部のヒンドゥーとの抗争 として記述することができる。第8回 全体会議は

バリで開催 されているものの,決 議は全国 レベルのヒンドゥーの見解 を反映 してい

る。全体会議に先立ってデンパサール,パ ル,メ ダン,ジ ャカルタにおいてセミナー

が開催 された。 ヒンドゥーが多 く住み,集 まりやすい場所が選ばれ,目 的は各地のヒ

ンドゥーの意見を集約 し,全 体会議の議論に持ち込むことであった。全国レベルのヒ

ンドゥーの見解を聞くという方向性は,第7回 全体会議で選出されたパ リサダ中央長

とプムダ ・ヒンドゥーの賛同者たちが推 し進め,彼 らが中心 となってセミナーを組織

した。セミナーの結果をうけて,第8回 全体会議においては第7回 までとは異なる二

つの革新的な内容が議論 され,決 議に盛 り込 まれた。ひとつは従来司祭であったパ リ

サ ダ代表を一般の人々から選ぶというものであり,も うひとつはハ レ ・クリシュナに

代表 されるような宗教団体 も 「ヒンドゥー的諸団体」17)と認めて議決権を与えるとい

うものである。 この内容が直接の引 き金 となり,中 央パ リサダに距離を感 じていたバ

リの一部の人々がチャンプアン会議を用意 したのである。

チャンプァン会議は,準 備委員会を開催 しないまま,い わば秘密裏に開催準備がす

すめられた。パ リサ ダ中央はこの動 きを知 り,調 整委員を任命 して話 しあいの場を設

けた。準備作業をバリ州パ リサダ全体に広げ,全 体会議の議決にそう内容に変更する

ことをパ リサダ中央はチャンプアン会議組織者 に求めた。 しか し調整は不調 に終わ

り,州 知事であるデワ ・ブラタ(DewaBeratha)に 最終的にパ リサダ中央は調整をゆだ

ねた。バリ州パリサダ支部の定例会議においては,州 知事は保護者 として演説を行 う

ことになっている。 この役割を州知事がはたさなければチャンプアン会議の正統性は

失効するのであり,パ リサダ中央は州知事のこのような権限に期待 したのである。プ

ムダ ・ヒンドゥーの活動家たちは州政府の建物に座 り込みを行って州知事の判断を

まった。 しかし州知事は,最 終的に保護者 としての役割からは降りたものの,チ ャン

プアン会議には代理を派遣 し,彼 が州知事の演説を代読 した。直接的ではないにせ よ

州知事が演説を行ったことで会議は正式に成立 したとチャンプアン側が主張すること

が可能 となった。チャンプアン会議は旧任期の活動を総括 し,新 たな運営組織 と活動

方針を決定 し,報 告書を公刊するという従来の会議のあり方を踏襲 した。そしてチャ

ンプァン会議組織者はバリ州パ リサダ支部 と名乗 り続け,独 自の支部の建物を確保 し

た(写 真6)。 こうした結果を生 んだ州知事の判断をプムダ ・ヒンドゥーは厳 しく攻

撃 し,「デワ ・ブラタはパ リサダを分裂に導いた最初の州知事である」と弾劾 し,非

難を強めた。

チャンプアン会議は,バ リのすべての勢力を結集できたわけではない。ブレレンと
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写真6チ ャ ンプア ン会議派が新 たに設 けたバ リ州パ リサ ダ支部

看板 だけであ り,放 置 された建物 を使用 してい る。

タバ ナ ンの二 県 のパ リサ ダ は最 初 か らチ ャ ンプ ア ン会 議 に代 表 を送 る こ とは な く,ま

た パ セ ッ ク(Pasek),パ ンデ(Pande),ブ ジ ャ ン ガ(Bujanga)の3つ の称 号 の 代 表

団体 は チ ャ ンプ ア ン会 議 の議 決 の受 け入 れ拒 否 を表 明 した。 一 方,チ ャ ンプ ア ン会 議

は パ リサ ダ の歴 史 そ れ 自体 に依 拠 しなが ら 自 らの正 統 性 を 固 め た。 チ ャ ンプ ア ンの寺

院 で 会 議 が 開 催 さ れ た理 由 は,ま さに こ の正 統 性 を明 示 す る た め で あ る。1959年 ウ

ダ ヤ ナ 大 学 文 学 部 に お い て 発 足 したパ リサ ダ は,先 に ふ れ た よ う に61年 チ ャ ンフ.ア

ンに お い て宣 言 を発 表 した。 この宣 言 に よっ て組 織 の あ り方 が 正 式 に定 ま り,教 義 の

中心 とな る 「ウパ デ サ(Upadesa)」 の 編 纂 が は じま る ので あ る。 宣 言 が 採 択 され た の

は チ ャ ン プ ア ンに 位 置 す る グ ヌ ン ・ル バ ッ寺 院(PuraGunungLebah)で あ り,こ の

寺 院 に お い て40年 前 の 会 議 が 開 催 され た ま さ に同 じ日 を選 ん で2001年 の チ ャ ンプ ア

ン会 議 は 開 催 され た(写 真7,8)。 しか も,数 少 な い存 命 の パ リサ ダ創 設 メ ンバ ー の

ひ と りで あ る イ ダ ・バ グ ス ・グデ ・ドス トル(ldaBagusGdeDoster)が 設 立 か ら現 在

に い た るパ リサ ダ の歴 史 を詳 細 に語 り,続 い て代 読 され た州 知 事 の演 説 内容 もパ リサ

ダの歴 史 を確 認 す る もの で あ っ た。 さ らに い え ば,チ ャ ンプ ア ン会 議 の議 長 は 「ウパ

デ サ」 の編 纂 に か か わ り,パ リサ ダ創 設 の立 役 者 で あ る イ ダ ・バ グス ・マ ン トラ の右

腕 で あ っ た チ ョ コル ダ ・ライ ・ス ダ ル タ(CokordaRaiSudharta)が あ た った 。 そ して,

個 別 問題 の討 論 に あ た る た め に通 常 設 置 され る部 会 とは別 に特 別 部 会が 設 け られ,今
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写 真7グ ヌ ン ・ル バ ッ寺 院

写真8グ ヌ ン ・ルバ ッ寺院の内部

過剰 ともい える金の装飾が施 されている。
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回の会議の開催根拠 は61年 チャンプアン宣言にあることが確認 され,宗 教,社 会,

文化,教 育 といった各部会においても 「原点への回帰」 という方針規定が表明された

のである。バ リ州パ リサ ダ支部の定例会議において歴史を根拠 とした独 自性が強調 さ

れることははじめてではない。 日常業務のジャカルタへの移転が決まった1991年 の

パリサダ全体会議直後に開催 された第2回 バ リ州パリサダの定例会議報告書には,バ

リは 「他の地域に比べて独 自であり」,その意味で 「例外」であり,そ れをパ リサ ダ中

央が認識すべ きであると明記 されている(ParisadaHinduDharmaIndonesiaPropinsiBali

1991:59)。 底流にあったこうした認識が,今 回分裂 というかたちで顕在化 したのであ

る。

会議終了後,チ ャンプアン会議組織者たちは対決姿勢をさらに明確にした。チャン

プアン会議 における筆頭司祭であった イダ ・プダンダ ・グデ ・マデ ・グヌン(Ida

PedandaGdeMadeGunung)は,2001年12月18日 デンパサールにおいて会議を開催

し,第8回 全体会議の拒否を公式文書として明示 した18)。8箇条にわたるこの文書に

おいて,ま ずパ リサダ設立の経緯が確認 され,そ のうえで第6条 において,第8回 会

議は第7回 会議の議決にもとつ くものではなく,61年 チャンプアン宣言で表明され

たパ リサダの精神 と目的を裏切るものであり,だ からこそバリ州パ リサダは第8回 会

議を拒否すると言明された。そればかりではなく,チ ャンプアン派は配布物やメール

を通 じて宣伝工作 を行った。全体会議の議決はバリの伝統 と慣習を打ち崩す ものであ

り,司 祭 をパ リサダの代表としない という決定は司祭の権威 を傷つけるものである。

バ リこそヒンドゥーの原点であることを確認 し,ヒ ンドゥー的諸団体の代表権など断

固として拒否するという内容である。そ して,バ リ以外のパ リサダ地方支部を説得

し,再 度全体会議 を開催するとまで訴えたのである。

州 レベルの下位の機関でしかないバリ州パ リサダが上位機関であるパ リサダ中央の

決定 を拒絶 し,敵 対的な態度を強めるという異例の事態のなか,パ リサダ中央 も具体

的行動 にでた。2001年12月7日 バ リ州知事に調停を再度依頼するとともに,調 整委

員は県長や県 レベルの警察 をまわり,パ リサダの全体会議を否定するチャンプアン会

議が正統性 を欠いたものであることを説明した。そのうえで委員たちは翌2002年2

月20日 になって混乱 を収拾するために定例会議をブサキ寺院において再度開催する

ことを決定 した。3月2日 会議開催のために準備委員会が結成 され,9日 にはバ リ州

の全パ リサダ組織に招待状 を配布 した。チャンプアン会議参加者 を排除することな

く,準 備作業 をバリ州全体に開かれたものにするための配慮である。

それにたいしてチャンプアン派は新たな行動を起 こした。森をはじめとした自然を
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守 ることを目的 とした大規模な供犠儀礼(WanaKretih)を 実施することを決定 した

のである。環境への関心の高 まりに配慮 し,バ リ的世界においてそれを示す という計

算 された目的の選択は,儀 礼を実現 しうる力を顕示することで自らの勢力の正統性を

確保する効果をあわせ もっていた。儀礼の内容はマデ ・グヌンを代表 としてバ リ州パ

リサダの名前で公表された。この決定が下されたのは2月19日 であり,中 央パ リサ

ダの調整委員はこの決定を最終的な決裂と受けとめて翌日20日 に定例会議の再度開

催を明らかにしたのである。 こうした儀礼はこれまでバリの歴史において一度 も実施

されたことはなく,選 ばれた場所はバ リの寺院のなかでも最 も深い森林に覆われてい

るバ トカウ山山麓のルフール寺院(PuraLuhurBatukau)で ある(写 真9)。

定例会議準備委員は,儀 礼開催を呼びかけるチャンプアン派の裏の意図も十分に理

解 していた。つ まり,県 長やデサ ・アダットの代表を儀礼に参加 させることで会議成

立を阻むというものである。準備委員は州知事,県 長,各 県のパ リサダ支部への説得

を続け,支 持確保に努めた。それにたいしてチャンプアン派 も儀礼の準備のための会

議 を召集 し,儀 礼実現への決意を明らかにした。両者の動 きがこうして続 くなかで,

すでに中立の立場が許されな くなった各県のパ リサダは態度決定に追い込 まれてい

く。3月16日 を期限としてブサキ会議準備委員会は会議へ参加するか どうかの確認

を求め,そ の結果ギアニャール,ク ルンクン,バ ドゥンの各県 とデンパサールのパ リ

サ ダは返事を送ることはなく,会 議拒否が決 まった。 ここで県 というパ リサダにおけ

る最 も下位 レベルの組織にいたるバリ州パリサダの分裂は明確 となったのである。

州知事 と県長は,個 人的な政治的思慮はいかなるものであれ,全 体会議の議決を拒

否 したチャンフ.アン会議の非正統性を受け入れざるをえなかった。ブサキ寺院の運営

を管理する村落は会議の開催 を承認 し,再 度の定例会議は開催 される運びとなった

(ParisadaHinduDharmaIndonesiaPropinsiBali2002:41」14)19)。 州知事1よ演説 を寄せ,

最終的にバ ドゥンを除いて県の代表 も参加 した。一方,チ ャンプアン派が実施を宣言

したルフール寺院での儀礼は3月1日 から準備がはじま り,供 犠を行 う29日 に頂点

を迎え,4月2日 に終了した。こうしてブサキ寺院における会議と儀礼の頂点は見事

に同日に重 なりあった。2002年3月29日,東 のアグン山ブサキ寺院と西のバ トカウ

山ルフール寺院にバ リ州パリサダは真二つに分裂 したのである(図1)。 儀礼 と会議

の両者から召喚を受けたデサ ・アダット代表の困惑は計 り知れないものである。最 も

分裂 しているのはバリ州政府 と各県であった。ブサキ会議を承認 した州知事は同時に

ルフール寺院における儀礼を実施する実行委員の任命を行ったのであり,州 と各県は

儀礼 とブサキ会議にともに資金を提供 した20)。
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写真9ル フール寺院における儀礼開催場 所に建 て られた記念碑

新 しい儀礼 であるに もかかわ らず,す でに古 い装 い をま とっている。

実 際 の会 議 の規 模 を比 較 した場 合,ブ サ キ会 議 に署 名 した 出席 者 は議 決 権 を持 つ 者

106人,持 た な い者118人 で あ り,1,398と 公 式 に 発 表 さ れ た デサ ・ア ダ ッ トの う ち

召 喚 に応 じた の は125に と ど まっ た。 そ の な か に は実 際 に参 加 して い な い代 表 も存 在

して い る こ と を ブサ キ側 は 認 め て い る。 一 方 チ ャ ン プ ア ン会 議 に は,70名 の 司 祭 と

400名 の デサ ・ア ダ ッ ト代 表 が 参 加 した。 儀 礼 を実 施 して ブ サ キ 会 議 に対 抗 した チ ャ

ンプ ア ン側 の 「工 作 」 は成 功 した とみ る こ と もで きる。 しか し,ブ サ キ会 議 実 行 委 員

は5千 人 か ら1万 入 に お よぶ 人 々が 会 議 当 日,会 議 の成 功 を祈 願 して ブサ キ寺 院 に祈

り を捧 げ に来 た と報 告 して い る。 会 議 へ の実 際 の参 加 者 は 明 らか に ブサ キ会 議 の方 が

上 回 っ て お り,大 衆 の 支 持 は ブ サ キ側 に あ る と彼 ら は主 張 して い る(Dwikora2002)。

2003年 に はい る と分 裂 状 況 は も はや バ リ社 会 に お い て 周 知 の事 実 とな っ た 。 パ リサ

ダ ・チ ャ ンプ ア ン とパ リサ ダ ・ブサ キ とい う名 称 が 一 般 化 し,創 設 の地 に お い て ヒ ン

ドゥー教 代 表 機 関 は 「双 子 のパ リサ ダ(ParisadaKembar)」 と呼 ば れ る よ うに な っ た 。

分 裂 に い た る構 図 は以 上 の経 過 か ら明 らか で あ る。 結 果 的 に チ ャ ンプ ア ン派 とブサ
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図1「 ラデ ィテ ィア』誌 に掲載 されたバ リ州パ リサ ダの分裂 を風刺す るマ ンガ

左が ブサキ会議派,右 が チャ ンプア ン会議派 。

「自分 でお選 び くだ さい」 と下 の男 は語 っている。(Raditya2002:No.58,p.3)

キ派 に バ リ州 パ リサ ダは2分 され たが,ブ サ キ派 とは そ もそ もパ リサ ダ の全 体 会 議 の

議 決 を支 持 す る 人 々 で あ る。 つ ま り,二 つ の派 閥 に分 裂 した の で は な く,ウ ブ ドを 中

心 と してバ ドゥ ン,ギ ア ニ ャー ル,ク ル ンク ン,デ ンパ サ ー ル のパ リサ ダ組 織 が 全 国

レベ ル の パ リサ ダ か ら離 脱 した の で あ る。 一 連 の過 程 に お い て,重 要 な役 割 を は た し

た の が ス デ ィ ル タ と プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー の 勢 力 で あ る。 ブ サ キ 会 議 の 開催 準 備 はス

デ ィル タの事 務 所 で進 め られ,ブ サ キ会 議 の実 行 委 員 長 は プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー の 中核

メ ンバ ー で あ っ た 。1983年 か ら は じま る 全 国 の ヒ ン ド ゥー の組 織 化 は,ヒ ン ド ゥー

の代 表 機 関 で あ り,宗 教 的権 威 で あ るパ リサ ダの変 革 をせ まる結 果 とな っ た。 パ リサ

ダ の バ リか らの脱 領 域 化 の流 れ に耐 え切 れ な くな っ た バ リの一 部 の 人 々が,自 ら主 張

す るパ リサ ダの 「伝 統 」 に再 度 閉 じ こ も り,抵 抗 して い る とい っ て も よい だ ろ う。
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二 つ の 陣営 の旗 色 は鮮 明 で あ る。 チ ャ ンプ ア ン派 は 自 らをバ リの伝 統 の保 護 者,司

祭 の地 位 とア ダ ッ トの擁 護 者 とみ な し,ブ サ キ派 を伝 統 慣 習,権 威 の侵 犯 者 と して

糾 弾 す る 。 そ れ に た い して,ブ サ キ派 は改 革 派 を 自認 して い る。 彼 らが 依 拠 す るパ リ

サ ダ第8回 全 体 会 議 は,政 府 に た い して8項 目 に わ た る要 求 を決 議 した。 経 済 の グ

ロ ーバ ル化 と科 学 技 術 の進 歩 に よる世 界 情 勢 の急 激 な変 化 とイ ン ドネ シ ア の不 安 定 な

国 内情 勢 を まず 確 認 した うえ で,公 平 性 と法 に も とつ く良 き政 府 を建 設 し,警 察 や軍

が行 使 す る物 理 的暴 力 に よる 問題 解 決 を放 棄 し,地 方 分 権 を進 め,社 会 の多 様 な考 え

方 を認 め,ヒ ン ドゥー教 徒 も また寛 容 さや社 会 へ の参 加 意 識 を高 め る こ とが 必 要 で あ

る と訴 え て い る21)。 この よ うな 声 明 の 発 表 はパ リサ ダの 歴 史 にお い て な か っ た こ とで

あ り,内 容 は革 新 的 で あ る。

た しか に 第8回 全 体 会 議 は,ヒ ン ドゥー にお け る 「改 革 」 の 時 代 の あ らわ れ で あ

る 。実 行 委 員長 イ ・グ ス テ ィ ・ア グ ン ・マ ユ ン ・エ マ ン(IGustiAgungMayunEman)

は,会 議 の決 議 は ス ハ ル ト体 制 崩 壊 と と もに本 格 化 した改 革 の 時代 の到 来 と と もに激

化 した討 論 の結 果 で あ り,パ リサ ダ は 「ひ とつ の政 治 勢 力 」 す な わ ち ス ハ ル ト体 制 か

ら独 立 した 代 表 機 関 と な るべ きで あ る と語 って い る(ParisadaHinduDharmaIndonesia

2001:12)。 実 際,分 裂 以 後 こ う した勢 力 の残 津 が チ ャ ンプ ァ ン派 を形 成 した とい う

認 識 は ブ サ キ派 に 強 い。 パ リサ ダの運 営 を これ まで独 占 して きた の は この勢 力 につ な

が る 人 々 で あ り,ブ サ キ派 が チ ャ ンプ ア ン派 に む け る言 葉 は封 建 主 義 的保 守 主 義 者 で

あ る 。 スハ ル ト体 制 に お い て利 益 を享 受 した ウブ ドの王 家 を 中心 と した一 部 の人 間が

自 ら の 利 益 を保 護 す る た め に パ リサ ダの 全 体 会 議 を拒 否 した と攻 撃 す る の で あ る

(ParisadaHinduDharmaIndonesiaPropinsiBali2002:2)o

他 方,チ ャ ンプ ア ン派 を一 方 的 に保 守 的 と決 めつ け る わ け に は い か な い。 筆 頭 司 祭

マ デ ・グ ヌ ンは活 発 に活 動 して お り,日 常 の 問題 に こた え な け れ ば な らな い とい うパ

リサ ダへ の批 判 を受 け とめ,改 善 す る努 力 を続 け て い る。 儀 礼 が 終 わ っ た あ とに,儀

礼 の意 味 を語 り,人 々 の生 活 に とっ て そ れが 何 を意 味 す る の か を語 る とい う時 間 を設

け る こ と を彼 は率 先 して実 行 して い る。 な に よ り も,テ レ ビを用 い た活 動 が この司 祭

の 名前 を一 躍 バ リ じ ゅ う に広 め た 。バ リ ・ポ ス ト社 は2002年 か らバ リに お い て 独 自

の テ レ ビ 局(BaliTV)を 開局 した 。 この テ レ ビ局 の プ ロ グ ラ ム に は宗 教 に 関 す る 時

間 が 多 数 組 み 込 ま れ て お り,著 名 な司 祭 を招 い て儀 礼 や生 活 につ い て 話 を 聞 い て い

る 。 マ デ ・グ ヌ ンは こ う した プ ロ グ ラ ム に頻 繁 に登 場 し,わ か りやす く聴 衆 を飽 き さ

せ る こ との な い 語 り口 が 人 々 を ひ きつ け て い る。 さ らに は,テ レ ビだ け で は な くバ

リ ・ポ ス ト社 は この 司 祭 が 登 場 した 番 組 を ビ デ オCDと して販 売 さ え して い る(写 真
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写真10バ リ・ポスト社の陳列棚に並べられた司祭マデ ・グヌンのビデオCD

10)。マデ ・グヌンはメディアを用いるまった く新 しいタイプの司祭なのである。

とはいえ,チ ャンプアン派の支持者にはスハル ト体制における経済的利益を享受 し

た人々が多いことは事実である。その代表が観光地 として発展 したウブ ドである。ウ

ブ ドが他の地域 と比べて特異なのは,観 光のもたらす経済的利益 と王家を頂点 とした

社会的階層性が結びついている点である。最高の地位にのぼりつめた植民地エ リー ト

であったチョコルダ ・グデ ・ラコ ・スカワティ以来,内 紛はたえないものの,ウ ブ ド

王家は 「芸術の村」 という名声を利用 しなが ら観光産業からの収入を獲得 し続けてき

た。その結果,ウ ブ ドはバリにおいて最 も階層意識の強い地域のひとつ となった。そ

して,チ ャンプアンはウブ ド王家の所有地であり,チ ャンプアン会議においてウブ ド

からの参加者には特別な敬意が払われた。チャンプアン派が主張する 「伝統」は観光

産業の利潤 を生み出す象徴資本を構成する重要な要素 と考 えることもで きるのであ

り,現 実にチャンプアン会議を支持 したパ リサダはすべて観光産業による利益が集中

する地域に属 しているのである。

5ヒ ン ドゥー 的諸 団体 民 主 的 ヒ ン ドゥー(1)

プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー を 中核 と した ブサ キ会 議 の組 織 者 た ち は,チ ャ ンプ ァ ン会 議 を
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阻止 す る こ とは で きな か っ た もの の,定 例 会 議 の再 度 開催 に こ ぎつ け た。 全 体 会 議 の

議 決 に 依 拠 す る と い う合 法 性 と と も に,民 主 的 ヒ ン ドゥ ー とい う 目標 の 下 に ヒ ン

ドゥー 的諸 団体 と称 号 団体 を動 員 で きた こ とが 大 きな要 因 で あ る。 ヒ ン ドゥー の組 織

が許 して きた不 公平 を告 発 し,問 い直 しを求 め る民 主 的 ヒ ン ドゥー とい う主 張 は,従

来 パ リサ ダ に お い て正 統 な地 位 を認 め られ る こ との な か っ た 人 々 に大 きな説 得 力 を与

え た 。一 方 は 国 際 的 な ネ ッ トワ ー ク に依 拠 す る宗 教 組 織 で あ り,他 方 は バ リ内部 で し

か意 味 を持 た な い地 域 的 な称 号 団体 で あ る。 民 主 的 ヒ ン ドゥー は,性 格 の ま っ た く異

な る両 者 の発 言 権 を許 した の で あ る。

パ リサ ダ は全 体 会 議 と地 方 の 定例 会 議 にお い て 出 席 者(peserta)と 傍 聴 者(peninjau)

を区分 し,出 席 者 だ け に会 議 に お け る投 票 権 を与 え て い る。 語 義 的 に は 「ヒ ン ドゥー

の性 質 を持 っ た」 と訳 す こ とが で きる 「ヒ ン ドゥー 的(yangbernafaskanHindu)」 諸

団体 とい う新 た な枠 組 み を作 り,パ リサ ダ 第8回 全 体 会 議 は この枠 組 み に認 定 され た

団体 に 出席 者 と して の 地 位 を認 め た22)。第7回 全 体 会 議 か らす で に ヒ ン ドゥー 的諸 団

体 の 代 表 は参 加 して い た が,と りわ け バ リ州 パ リサ ダ は 彼 ら を 「2流 の ヒ ン ド ゥー

(HinduKelasDua)」 とみ なす 傾 向 に あ っ た。 彼 らに議 決 権 を認 め,正 統 な地 位 を与 え

る か ど う か が,1990年 代 全 国 レベ ル の ヒ ン ドゥ ー の 問 題 と して 議 論 さ れ て きた の で

あ る 。

ヒ ン ドゥー 的諸 団体 の な か で活 動 が 特 に 目立 つ ものが サ イ バ バ とハ レ ・ク リシ ュ ナ

で あ る 。 ハ レ ・ク リ シ ュ ナ は1973年 著 名 な導 師が ジ ャ カ ル タに 来 訪 し,79年 ご ろ か

ら組 織 的 活 動 が 開 始 さ れ,80年 か らバ リ にお い て も活 動 が は じま っ て い る。 日曜 日

ご と に集 ま り を持 ち,ヒ ン ドゥー の 聖 典 で あ る ウ ェ ダ(weda)を 読 む 勉 強 会 を行 う

こ とが 基 本 的 な活 動 内容 で あ る(写 真11,12)。 一 時 活 動 禁 止 処 分 の対 象 とな っ た が,

ス ハ ル ト体 制 崩壊 以 後 団体 と して の 許 可 が 再 び与 え られ た23)。バ ガバ ッ ド ・ギ タが 中

心 とな る ウェ ダ で あ り,ハ レ ・ク リシ ュ ナが 現 在 原 本 と して い る イ ン ドネ シ ア語 訳 の

バ ガバ ッ ド ・ギ タ は,1985年 に初 版1,000部 が 発 行 され,そ の 後89年1,500部,95

年2,000部,99年3,000部,2000年10,000部 と印刷 部 数 を の ば して い る。 ま た,科

学 との協 調 に力 点 をお く こ と も大 きな特 色 とな っ て い る。 科 学 の 時代 で あ る か ら こそ

精 神 世 界 の探 求 が 深 まる の で あ り,探 求 とい う行 為 自体 科 学 的 な営 み で あ る と され て

い る 。世 界 規 模 に活 動 を広 げ て い るハ レ ・ク リシ ュ ナ は地 域 ご とに 中心 とな る拠 点 を

お い て お り,イ ン ドネ シ ア は東 京 を拠 点 と した管 轄 範 囲 に は い り,教 団活 動 に必 要 な

資料 は東 京 か ら配 布 され て い る。

聖 典 の み な らず,社 会 的 活 動 を重 視 して い る の が サ イバ バ で あ る 。1981年 に ジ ャ
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写真11ハ レ・クリシュナのバリ州支部長の自宅

カルタの支部が うまれ,宗 教省は査察を実施 し,そ れにたいして抗議 したすえに信仰

として認められたという経過 をた どっている。パ リサダの幹部が信者となったこと

が,一 定の認知 をえるひとつの要因となった24)。この団体がバ リで紹介 され始めるの

は1983年 ごろからであ り,2003年 の段階では1万 人の会員を数え,33箇 所の集会所

をすでに建設 している。社会活動 とともに精神性を強調 し,教 育を重視 し,定 期的に

集会を開き,討 論会を実施 している。

サイババの集会所はバ リの寺院の様式とはまった く異なっている。例えばデ ンパ

サールの集会所のひとつは,入 口にはいるとガネシアの像に迎えられ,建 物内部の正

面にはサ イババの肖像が掲げられている。バリの寺院が併設 されているが,そ こにも

またサイババの肖像がおかれている。実際の集会は最初に簡単な祈 りか らはじまり,

テーマを決めて討論会が開かれている。中心的メンバーが中央に座って司会者に向か

い,そ のまわりを一般信者が囲むなかで,配 布 された資料をもとに司会者がテーマの

設定理由を明らかにして,討 議する内容を提示する。マイクをまわし,男 女を問わず
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写真12自 宅内に設けられた祭壇

信者たちは自分の体験 を披露 してテーマに関する自らの意見を語 り,そ れにたいして

司会者や中心的なメンバーが こたえるという形式で討論会は続けられる。最後に再び

祈 りの時間となり,ヨ ガを行い,火 を用いた儀式で会は終了する(写 真13,14)。 ハ

レ ・クリシュナが聖典の学習を重視するのにたいして,サ イババは参加者の個々の体

験 を共有することに重 きをおいている。 このような個人の私的な体験を語 り合う場所

は,通 常のバ リ人の公的世界ではまれである。

1980年 代に拡大するサイババ とハ レ ・クリシュナは,バ リ社会のなかで明らかな

共通点 をみせている。文書主義,司 祭主義,儀 礼主義の傾向が強かったバ リの宗教世

界のなかで両者はまったく新たな存在であり,慣 習を基盤 とした共同体 とは対照的に

成員の階層性を否定 して平等主義を強調 し,個 人主義的色彩が強い。サイババであ

れ,ハ レ ・クリシュナであれ,団 体に参加する人は自らの選択において意識的に参加

という行動 を選びとっているのであり,生 まれなが らにしてあった共同体 とともに生

きているわけではない。宗教への自覚的態度による共同体への距離は両者に共通 して
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写真13デ ンパサ ールにあ るサ イババの ひとつのセ ンターの入 り口

写真14儀 式の一場面
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い る もの の,距 離 の程 度 は互 い に異 な っ て い る。 ハ レ ・ク リシ ュ ナ は一 般 的 に慣 習 と

は切 れ て い る の に た い して,サ イバ バ は そ れ ほ ど まで に距 離 を とる こ とは な い。 聖 典

へ の 回帰 志 向 の徹 底 性 か ら この違 い は あ らわ れ て お り,バ ガバ ッ ド ・ギ タへ の 回帰 を

強調 す るハ レ ・ク リシ ュ ナ参 加 者 は 自 らの 出 身村 落 に お け る儀 礼 に参 加 す る こ とは少

な い 。 そ れ に た い してサ イバ バ の参 加 者 は,村 落 に お け る儀 礼 に も加 わ っ て い る の で

あ る 。

この違 い は,表 立 っ て表 明 され る こ とは な いが ハ レ ・ク リシ ュ ナ に潜 むサ イ バ バへ

の批 判 に もつ なが っ て い る。 ハ レ ・ク リシ ュ ナ か らみ れ ば,聖 典 へ の 回帰 を徹 底 して

い な い サ イ バ バ は共 同体 との妥 協 を許 す 個 人 崇 拝 にす ぎず,バ ガ バ ッ ド ・ギ タにサ イ

バ バ の 名前 な ど は ない と考 え て い る 。共 同 体 とは 距 離 をお い てい る と して も,ハ レ ・

ク リシ ュ ナ の参 加 者 が バ リ とい う環 境 を軽 視 して い る わ け で は な い。 バ リの大 学 で教

員 をつ とめ て い る現 在 のハ レ ・ク リシ ュ ナ の長 は こ う語 っ て い る。 ス ラ バ ヤ の大 学 で

学 ぶ あ い だ にハ レ ・ク リシ ュ ナへ の参 加 を決 め たが,そ れ は 自 らの精 神 性 につ い て イ

ス ラ ー ム は きわ め て真 剣 な討 議 を重 ね て い る の に バ リに は そ の よ うな機 会 が ま っ た く

な か っ た た め で あ る。 しか し,バ リで教 員 とな っ た の は,た ま た ま職 が あ っ た た め で

は な く,バ リで生 きる た め で あ る。 ヒ ン ドゥー教 徒 に とっ て バ リ とい う環 境 は イ ン ド

ネ シ ア に お い て か えが た い もの で あ る。 出 身村 落 と断絶 した と して も,バ リに住 む こ

と を彼 は選 択 して い る の で あ る。

従 来 の バ リ を中心 と した ヒ ン ドゥー の研 究 は ヒ ン ドゥー 的諸 団体 の存 在 を無 視 して

きた 。 そ の な か で,例 外 的 に独 立 した章 を も うけ てサ イバ バ とハ レ ・ク リシ ュ ナ につ

い て論 じて い る のが ホ ウ の 研 究 で あ る(Howe2001:138-198)。 第8回 全 体 会 議 以 前,

パ リサ ダは ヒ ン ドゥー 的諸 団体 を む しろ抑 圧 して い た。 そ の 時期 に調 査 を行 っ て い る

ホ ウ の研 究 は,両 者 の 間 の対 立 を 明 らか に して い る。 パ リサ ダ に とっ て ヒ ン ドゥー 的

諸 団体 の参 加 者 が バ リの慣 習 と距 離 を お く こ とが まず 否 定 的要 因 で あ っ た。 そ れ と と

もに,ヒ ン ドゥー を名 の る影 響 力 の 強 い 団体 を認 め る こ とは,ヒ ン ドゥー とい う枠 組

み に お い て パ リサ ダ と拮 抗 す る可 能 性 を もつ 団 体 の 存 在 を許 す こ と を意 味 して い た 。

一 方
,国 家 に お け る承 認 を え た い ヒ ン ドゥー 的諸 団 体 は パ リサ ダ の権 威 を 認 め て い

た 。パ ンチ ャシ ラ とパ リサ ダ の教 義 を受 け 入 れ,ウ ェ ダ の重 要 性 と ヒ ン ドゥー の教 え

に そ っ て い る こ と を強調 した。 しか しそ れ で もな お,サ イバ バ やハ レ ・ク リシ ュ ナ の

側 にパ リサ ダへ の不 満 が あ っ た こ とは事 実 で あ る。 ホ ウ に よれ ば,不 満 の核 心 に あ る

の は個 人 の 内面 性 の と らえ方 で あ る。 両 者 の 団体 は個 人 の 内面 を非 常 に重 視 して い る

が,パ リサ ダ の教 義 にお い て は そ れ が 精 神 性(kerohanian)と い う抽 象 的 な概 念 に置
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き換えられており,団 体参加者にとってはそれではまったく不十分なのである。 ヒン

ドゥー的諸団体にとってパ リサダは団体 としての存在を抑圧 し,不 満足な教義への従

川頁をしいる存在であった。

ホウはさらに,サ イババとハレ ・クリシュナは慣習を基盤 とした共同体主義への批

判を内包 しており,慣 習儀礼に寛容なサイババにさえ強い批判があることをメンバー

へのインタビューから明らかにしている。サイババの特徴はバ リの慣習を否定するの

ではなくその改革を訴えている点であり,そ の意味においてサイババは儀礼への参加

を否定 していない。逆にいえば,共 同体主義への批判を共同体における儀礼の現場に

おいて実践にうつそうとする意志をサイババは抱いているのである。ホウが紹介 して

いる彼 らのバ リ批判は多岐にわたる内容を含んでおり,パ リサダが重視する司祭の地

位,宗 教教育,慣 習の意義におよんでいる。司祭は儀礼において間違いを起こさない

ことのみに注意をはらい,実 際の宗教的な問題には発言することはない。その一方で

は司祭 との関係を崩 したくないばかりに司祭の 「言い値」で儀礼 を依頼することを

人々は余儀なくされており,そ の意味で司祭は儀礼を売っているにす ぎない。宗教教

育については,教 師は教室では教義の説明を行 うが,学 校の外に出れば賭け事 も行っ

ており,い わば仕事の一部でしかない宗教教育は偽善 と虚偽に満ちている。バ リの慣

習はつまるところカース ト,権 威 供物,男 性中心主義に人々をしばりつけているだ

けである。 もちろんホウはこうした批判が入信の直接的な動機なのではなく,入 信後

に深まった自覚であり,入 信動機は知 り合いの勧誘,病 気治療,と りついた悪魔の退

治などさまざまであると加えている。たとえそうであるとしても,サ イババは共同体

に依存 してきたパ リサダにたいする批判を内在化 させていることは確かである25)。

宗教問題に発言する幾人かの旺盛な書 き手たちがサイババに属 していることは,彼

らの改革への意志の端的なあらわれといえる。同時に,そ れはサイババがすでに無視

できない存在であることも示唆 してい る。バ リ ・ポス ト紙の常連執筆者であるク

トゥット・ウィアナ(Ketutwiana)や ウダヤナ大学の講師をつ とめ,著 書 も持つワヤ

ン ・ジェン ドラ(WayanJendra)が サイババへの所属を公にみ とめている代表的な論

客たちである。両者はサイババの集会にも熱心にかよい,参 加者 との対話を続けてい

る。サ イババへの勧誘にも両者は積極的に取 り組んでおり,ウ ィアナの自宅の扉には

サイババの肖像がはられ,ま たジェンドラは小 さな本屋を経営 し,自 らの著作を売る

とともにサイババの肖像,声 が収められたテープ,関 係図書を販売 している(写 真

15,16)。 ウィアナはパリサダ中央において活発に活動 しており,プ ムダ ・ヒンドゥー

と連携 して第8回 全体会議開催に先立って4箇 所で開かれたセミナーの準備のために
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奔走 したひとりである。抑圧 されてきた歴史を持つ ヒンドゥー的諸団体のパ リサ ダに

おける議決権 を正式に認めさせた民主的ヒンドゥーの意義は大 きい。

6称 号 団体 民 主 的 ヒ ン ドゥー(2)

民主的ヒンドゥーの呼びかけに賛同した称号団体のなかで も特に最 も大規模 なパ

セックの団体 を動員しえたことは,ブ サキ会議を成功 させるうえで大 きな要因となっ

た。ブサキ会議においてバ リ州パ リサ ダの長として選出されたイ ・マデ ・アルタ(I

MadeArtha)は,後 述するパセックを結びつける全島規模の団体の長である。こうし

た称号団体がなぜ拡大 し,積 極的に活動 しているのかを考えるためには,称 号をめぐ

る文化的要因と政治意識 をはらむ彼 らの歴史認識を把握することが必要である。

バリにおける称号は多様な種類にわたっている。かつて王家をはじめとした王国の

維持に関わっていた家系や司祭は称号によって自らの地位を示す と同時に,村 落社会

における社会的役割 も称号で示 された。パセックはそうした村落内の称号のひとつで

あった。それにくわえて,特 殊な職能集団もまた独 自の称号を所持 しており,そ の代

表的な例が鍛冶に従事する集団に与えられた称号パ ンデである。今では古典 となった

ギアツらによる親族研究において称号は重要な分析項 目となっており,彼 らがイ可より

も強調するのは地位の問題である。称号の有無あるいは称号の種類が社会的上下関係

を表示 し,称 号集団の儀礼の規模 と地位は結びついていると分析 されている(ギ ア

ツ ・ギアツ1989:102-103)。 現在のバ リ社会において,高 い地位を示す称号を持つ人

が一方的に敬意 を独占すべ きであるといった考え方はすでに消え去 りつつある。高位

であるといわれる称号 を持つ人間であっても同じ職場で称号のない人とともに働いて

いる現状において,称 号 と地位の関係を強調することは時代錯誤以外の何 ものでもな

い。それでもなお,バ リ社会において今なお称号が意味を持ち,称 号団体が拡大 して

いるのは,地 位 とは別の次元での文化的要因に称号が関連 しているためである。

出発点となるのは,ギ アッらがバリ人の 「共通観念」と呼ぶカウィタン(kawitan)

という概念である。「起源の地点」と 「起源の集団」の両者をこの概念は意味 し,起

源の地点は歴史的な一時点(始 祖)で あると同時に空間的な一地点(祖 先を祭る寺院)

であり,基 本的に父系で認識 される。親族関係はこの概念を基礎 としており,称 号 も

またこの概念にもとついて継承 されている。だからこそ,称 号集団は親族集団の延長

としてみることができるのである。そ して,称 号集団の拡大が起 こる原因とは,カ

ウィタンの認識には忘却や間違いがあることが文化的に受け入れられていることにあ
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写真15サ イババ のセ ンターにおける子供 のための教育

写真16ワ ヤ ン ・ジェ ン ドラ氏が経営す る本屋 にな らぶサ イババ のカセ ッ ト
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る。つまり,「起源の集団の正式の成員権を証明するものとして現在の成員を始祖に

結びつける系譜を明示する必要はない」のであ り,世 代が下るにつれて忘却が起 こ

り,今 の世代において祖先神がない,あ るいは間違っていることはこの忘却の結果で

あるという認識が一般的に認められているのである。具体的な系譜が必要ないために

失われた称号 を 「取 り戻す」 ことが可能なのであり,だ からこそ称号集団は拡大する

ことができるのである(ギ アツ ・ギアツ1989:79)。

称号の取 り戻 しは儀礼的手段によって具体化 される。ギアッらが記述 している事例

は,家 族や親族集団が一連の不幸に見舞われたさい,家 長が呪術師のところに不幸の

原因を尋ね,答 えは起源の間違いであり,示 唆 された本当の起源に親族集団が集団と

して所属をかえるというものである(ギ アツ ・ギアツ1989:94-97)。 同様の事例は現

在でも続いており,筆 者自身も遭遇 した。特定の起源を持たない親族集団において,

不幸がたびたび起 こったことを端緒 として,起 源の神の忘却が集団の問題 として議論

されはじめた。ギアッらが語っている不幸は病気や 「どうすることもで きない貧 し

さ」であったが,筆 者が観察 した事例では病気 とともに中学生の登校拒否などもあ

がっていた。議論 とともに探求作業がはじまり,親 族集団の代表が各地の呪術師をま

わり,親 族の祖先に関する記憶を語 り,真 の祖先は誰かをめぐって訪ね歩いた。そう

した呪術師の声は可能な限り録音 され,親 族集団の会議においてその録音を聞きなが

ら声の妥当性 と正統性が議論 される。合意がえられる結論が出た場合,親 族集団は該

当する祖先神の起源の寺院を持つ称号集団を尋ね,こ れまでの経過を話 し,称 号集団

へ所属 したいという希望 を伝える。称号集団はそれぞれ独 自の方法でこの希望を審議

し,こ こで合意がえられた場合,親 族集団はその称号を名のることができるのである。

それは同時に,親 族集団の成員は祖先神への儀礼に参加する義務を負 うことを意味 し

ている。

一連の過程において特徴的なのは
,病 気をはじめとした個人的な苦悩が称号集団の

問題 として認知 されていく過程である。カウィタンとともに祖先 と身体観が結びつい

ていることがこうした過程が生 じる要因である。魂 と身体か ら人問は成 り立ってお

り,魂 は祖先から回帰 している。なんらかの体の変調は魂が身体から乖離 した状態で

あり,イ可よりも先に魂 を体 に戻すことが必要となる。個人に何か問題があった場合,

祖先神 を忘れ,し かるべ き儀礼を実施 していないことが原因として想像 されるのであ

る。魂 と身体の関係にもとついて個入 と祖先神が結び付けられていくのであり,個 人

の苦悩は私的な領域にとどまることはなく,そ れよりは広い社会的領域の問題 として

扱われる。祖先神,魂,身 体をめぐるこのような関係をギアッらは個人の心理的次元
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と社会的次元の両者にわたる問題が解決 されていく過程 ととらえ,バ リにおける 「文

化的概念 の柔軟 さ」を証明する事例 として位置づけている(ギ アッ ・ギアッ1989:

97)。

心理,社 会,文 化をめぐる一般論においてギアッらが論 じた称号集団は,村 落社会

をこえて組織化 されることで,彼 らが調査を行った1950年 代以降ひとつの運動へ と

発展する。すべての称号集団の拡大が同じ条件で起 こるわけではない。たとえば,鍛

冶 という職能 と結びついていたパンデという称号は特殊なものであり,親 族集団の寺

院に特別な聖壇があり,儀 礼の際 どの司祭を用いるかといった点で制約が大 きく,こ

のような称号集団の拡大可能性は比較的小 さい。それにたいして制限が少なく,バ リ

全島規模で組織を拡大 させたのがパセックである。ブサキ会議において代表 として選

出されたイ ・マデ ・アルタが長をつ とめるのはマハ ・ゴトラ ・パセック ・サナッ ・サ

プタ ・ルシ(MahaGotraPasekSanakSaptaRsi)と いう名称 をもつパセックの称号団

体である。パ ンデでさえ各地域の集団が結びつきマハ ・スマヤ ・ワルガ ・パ ンデ

(MahaSemayaWargaPande)と 呼ばれる団体を形成している。

パ リサ ダ ・ブサキにパセック,パ ンデ,ブ ジャンガの称号団体が参加 した最大の要

因は,脱 植民地化への意志の共有である。植民地時代,政 府 は統治体制の形成にあ

たって称号を政治的に利用 した。バ リ島はヒンドゥー的社会であり,ヒ ンドゥーの本

質であるカース ト制度にもとついた統治体制の建設が必要であると政府は設定 し,階

層的身分を示す ものは称号であると考えた。王国の秩序を支えた3つ の階層 としてブ

ラーマナ,ク シャ トリア,ヴ ァイシャか らなる トリワンサ(Triwangsa)す なわち 「3

つの集団」を称号から設定 し,名 前に称号が組み込 まれていない人々をスー ドラすな

わち平民 ととらえた。 さらに称号による区分はたんに身分の差を示すのみならず,実

質的な差別の構造をともなっていた。 トリワンサに属すると認定 された称号は強制労

働の免除特権を含む特別な保護が与えられ,平 民に属するとみなされた人々は例えば

火葬に用いる塔の段数など慣習にかかわる問題にも制限が加えられた。植民地体制の

崩壊によるカース ト体制の流動化 とともに,平 民 と分類 されていた称号集団の拡大が

はじまった。ブサキ会議に結集 した称号団体の組織化は,い ずれもバ リ島社会がイン

ドネシア共和国へ参加 して以後の1950年 代に開始 されたのである。自らに与えられ

た低い評価を拭い去ろうとする名誉回復意識が,称 号集団が組織化に踏み出した第一

の動機である。そして,こ の名誉回復意識の背後には植民地時代に特権を与えられた

トリワンサにたいする強い批判が内在 している。

チャンプアン会議 をまえに して展開されたパンデの称号団体の相談役マデ ・クン
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写真17儀 礼 の場 で自 らの原稿 を説 明す るマ デ ・ク ンバ ール ・クルプ ン氏

バ ー ル ・ク ル プ ン(MadeKembarKerepun)を 中心 と した活 動 が ,こ う した 批 判 を 浮

き彫 りに して い る26)(写 真17)。 チ ャ ン プ ア ン会 議 が 開催 され る直 前 の2001年ll月

21日,彼 は 「パ リサ ダ の定 例 会 議 は一 部 の 親 族 集 団 の 会 議 か?」 とい う タイ トル の

文 書 を発 表 した 。 まず,チ ャ ンプ ア ン会 議 が パ リサ ダ全 体 会 議iの決 定 を無 視 して い る

の み な らず,バ リの ヒ ン ドゥー に まっ た く開 か れ て は お らず,民 主 的 で は な い と厳 し

く攻 撃 す る 。 そ の うえ で,チ ャ ンプ ア ン会 議 組 織 者 と して名 を連 ね た保 護 者 や実 行 委

員 の実 名 をあ げ て分 析 し,ト リワ ンサ の称 号 を持 つ 人 々 に独 占 され て い る事 実 を彼 は

明 らか にす る 。 そ して,植 民 地 時代 カ ー ス トを め ぐっ て戦 わ され た貴 族 と平 民 との対

立 が 「よ り大 きな規 模 で危 険 さを増 して再 現 され て い る」 と指 摘 す る の で あ る。 この

文 書 は州 政 府 や宗 教 関係 者 に送 付 され る と と もに,チ ャ ンプ ア ン会 議 阻止 を訴 え て州

知 事 官 邸 に座 り込 み を して い た プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー の メ ンバ ー に も配 布 され た。 さ ら

に文 書 に よる攻 撃 と と もに ク ル プ ンは州 知 事 に直 接 面 会 し,チ ャ ンプ ア ン会 議 へ の 出

席 は もち ろ ん演 説 も拒 否 す る よ う要 請 した27)。

クル プ ンに とっ て脱 植 民 地 化 とは トリワ ンサ が 敗 北 す る過 程 で あ る。 トリワ ンサ は

人 口 の1割 に も満 たず,決 定 的 な少 数 派 で あ る。 植 民 地 時代 彼 らが 権 威 を行 使 で きた
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のは,ス ー ドラが組織化 されておらず,分 断されたままになっていたためである。

個々のスー ドラの称号集団が組織化 され,組 織同士が連携すれば,少 数派である トリ

ワンサに本来勝ち目はないと彼は考える。村落において トリワンサの急速な権威の失

墜はまさにそのような過程 として進んでおり,そ れがバリ島全島規模で起こった端的

なあらわれが今回のブサキ会議への称号団体の結集である。チャンプアン会議は少数

派 となった トリワンサの最後のあが きであり,脱 植民地化過程の最終段階であるとク

ルプンはとらえているのである。

脱植民地化意識が顕在化するもうひとつの原因が,ブ サキ寺院の儀礼の執行権問題

である。ブサキ寺院においては1979年 に大儀礼が執行された後,こ の儀礼が不十分

だった として93年 と96年 にさらに大規模 な儀礼が実施 された。また,10年 に一度

の周期的な大儀礼 も89年 と99年 に実施 されている。20世 紀にはいって1990年 代は

最 も頻繁かつ大規模にブサキ寺院において儀礼が実施 された時期なのである。執行権

とは,儀 礼の頂点にあたる供犠儀礼をどの司祭が執行するか という問題である。パ

セック,パ ンデ,ブ ジャンガの司祭は従来この儀礼への参加 を許されていなかった28)。

一部の司祭に執行権が独占されていることは民主的ではなく
,す べての司祭に執行権

を平等に拡大すべ きであると3つ の称号団体が特に主張 した。すべての司祭を意味す

るサルワ ・サダカ(SarwaSadaka)と 呼ばれるこの要求は89年 の儀礼の段階か ら主

張 されていたが,実 際に実現 したのはスハル ト体制が崩壊 した後の99年 に実施 され

たパンチ ャ ・バリ ・クラマ(PancaBaliKrama)儀 礼からである。クルプンはこの一

連の運動においてもパ ンデ代表 として中心的な役割をはたした。

ブサキ寺院の大儀礼にたいしては州政府が運営費を握 り,最 も大 きな権限を持つの

は州知事である。1989年 より州政府はサルワ・サ ダカ運動にたいして話 しにはおうじ

るが,儀 礼が直前に迫っているという理由で実際には動 こうとはしなかった。そのよ

うなやり方を従来の方法を既定事実化する州知事のあざとい戦略であるとみなしたク

ルプンは,99年2月 断固 とした態度にでた。スハル ト体制崩壊以後最初の州知事 と

して就任 したデワ ・ブラタと16日 面会 し,う やむやにされてきたサルワ ・サダカを

受け入れるかどうかは新たな時代の州知事 としての 「ひとつの大 きな試験」であると

迫 り,こ の問題をめぐってブサキ寺院で会議を開催するように要請 したのである。民

主的ヒンドゥーを掲げていたプムダ ・ヒンドゥーはただちに支持を表明し,ク ルプン

とこの団体 との州知事にたいする共闘が この時にはじまった。 さらにはウダヤナ大学

人類学名誉教授であるイ ・グスティ ・ヌラ ・バグス(IGustiNgurahBagus)が 率いる

宗教団体(ForumPenyadaranDharma)も またクルプンへの支持を表明し,3月4日 会
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議は開催 された。パセックとパ ンデの組織代表 とともに,ブ サキ寺院を管理する村落

の代表と儀礼実行委員,州 知事 らが出席 した。 この会議の議論のなかで,99年 儀礼

においてパセックやパ ンデの司祭にも執行権を認めることが決まった。

この決定はその後円滑に遵守 されたわけではない。ブサキ寺院では1年 周期の定期

的な儀i礼としてブタラ ・トゥルン ・カベ ッ(BetaraTurunKabeh)と 呼ばれる儀礼が

実施 されている。ブサキ寺院に所属する公共の聖壇の神が集 まる重要な儀礼である。

1999年 パンチ ャ ・バリ ・クラマのあ とに実施されたこの儀礼は従来の方法のままで

実施され,パ ンデの司祭は参加できなかった。2001年 のブタラ ・トゥルン ・カベ ッ

儀礼 を前にして,ク ルプンは州知事にたいして再度行動をおこした。先の州知事 自身

の表明を遵守 し,再 びサルワ ・サダカを明確 に示す ように迫 ったのである。3月21

日州知事はすべての司祭 を用いることを公に明らかにして,こ の年のブタラ ・トゥル

ン ・カベッにはパンデの司祭 も参加 し,翌2002年 以降は儀礼の準備段階からすべて

の司祭が参加する体制が整ったのである。

儀礼の執行形態 を変更することは実際には容易なことではない。儀礼において最 も

重要である聖水 を作 りうる能力は司祭にあり,そ れを変更することになるサルワ ・サ

ダカの採用には強い抵抗感があった。実際 はっきりとサルワ ・サダカに反対を表明

する司祭 もあらわれた。 また司祭にとどまらず,儀 礼の執行形態はブサキ寺院の慣習

にもとついていると信 じられており,そ れを変更 した場合儀礼の力が失われ,予 想で

きない不吉なイ可かが起 きるという一般的な予感は強かった。サルワ ・サダカの反対者

たちはそうした予感 を利用 してきたと考えるクルプンは,再 び歴史認識を根拠 としな

がら慣習の変更にたいする恐怖感を否定 している。従来ブサキ寺院の儀礼を執行 した

司祭は,バ リにヒンドゥー的儀礼様式が導入 された以後任命 されたものである。クル

プンの理解に従えば,ヒ ンドゥー的様式導入以前からブサキ寺院では儀礼が行われて

いたのであり,そ れを執行 していたのはパセック,パ ンデ,ブ ジャンガなどの司祭で

ある。なぜならこうした人々こそ以前からバリに住んでいた先住民なのであり,そ の

意味においてサルワ ・サダカこそがむしろ古い慣習に従ったものと考えることができ

るのである。ヒンドゥー化は植民地体制におけるバ リをめぐる歴史観を形成 した中核

的言説であり,ク ルプンの歴史認識はその相対化を目指 している。そして,彼 のよう

な歴史認識において先住民意識が生成 しているのである29)。
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7不 連続 な もの を取 り込む こと

ヒン ドゥー と多元化 す る価値

1980年 代以降のインドネシアにおけるヒンドゥーをめぐる動 きは,い くつ もの不連

続性 を特色としている。1985年8号 法令は,社 会団体へのパ ンチ ャシラを浸透させ,

それによって安定期をむかえた体制をさらに固めようとする国家の意志のあらわれで

ある。全国規模の社会組織を欠いていたヒンドゥーは,8号 法令が国民協議会で議論

されはじめた当初から敏感に反応 し,全 国レベルの組織化を開始 した。パ リサダもパ

ンチャシラを公式に受け入れ,ヒ ンドゥーはスハル ト体制にきわめて従順に従ってい

た。だが,ヒ ンドゥーの組織化はいくつかの帰結を生み,そ れは国家の意志 と必ず し

も連続 しているものではなかった。まず,パ ンチャシラの浸透は道徳の領域への国家

の強い介入を意味するが,政 府が全国規模のヒンドゥーの組織化を望んでいたわけで

はない。8号 法令 をめぐる議論を発端としなが らも,ヒ ンドゥーは自発的に組織形成

を開始 したのである。

国家の意志 とヒンドゥー教徒の全国規模の組織化の不連続な側面は,プ ムダ ・ヒン

ドゥーのプラダからの分裂によって鮮明化 した。人事をめぐる不幸な事態にはじまる

分裂当初,国 家への対抗姿勢をプムダ ・ヒンドゥーが示 していたわけではない。国家

官僚機構を利用 したプムダ ・ヒンドゥーの組織的締め出しが,プ ラダとプムダ ・ヒン

ドゥーの性格を二分する結果 となった。プラダは全国規模での展開を許 され,社 会的

次元に自らの活動を限定 した。一方,圧 力のなかで生 き延びたプムダ ・ヒンドゥーは

批判勢力 となって体制への対抗性 を強め,2000年 に再結成を宣言 したのちにバ リで

急速に政治的活動を強化 させた。プムダ ・ヒンドゥーは,プ ラダの非政治性を攻撃す

ることでスハル ト体制における脱政治化の内実を明らかにした。

全国規模のヒンドゥー教徒の組織化はまた,バ リ州パ リサダを分裂へ と導 く不連続

性 を顕在化 させた。各地の ヒンドゥーをつなぐネッ トワークの拡大の背景にあるの

は,宗 教の社会的次元の活動にたいする関心の高まりである。お互いがそれぞれの努

力を知 り,そ れによって新たな活動の可能性を探ろうとする意欲が組織化 と平行 して

高 まっていった。プラダとプム ダ ・ヒン ドゥーの結成に続いてヒン ドゥー知識人

フォーラムの成立 と雑誌 『ラディティア』の創刊は,も はや学生ばかりでなくネット

ワークへの意欲が さらに一般的に高まったあらわれである。それと平行 してパ リサダ

自体,日 常的な業務の中心をバ リからジャカルタへ と移動させることを1991年 決定
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した。このことは,社 会的次元の組織を構造的に欠いてきたバ リで生まれた従来のヒ

ンドゥーをめぐる制度の問題点を浮き彫 りにし,全 国規模のヒンドゥーとバリのヒン

ドゥーとの不連続な関係 を露呈 させたのである。

全国規模のヒンドゥー教徒の要求をバリにまで届けたのはプムダ ・ヒンドゥーであ

り,彼 らの掲げた民主的ヒンドゥーという目標への賛同者たちが新たなヒンドゥーの

体制 を構想 している。代表の地位 と議決有資格者 という組織の根本原理にかかわる重

大な変容をもたらす2001年 バ リにおける第8回 パ リサダ全体会議の議決成立がその

端的なあらわれである。プムダ ・ヒンドゥーは,一 方ではインドネシア4箇 所でセミ

ナーを開催 して全国のヒンドゥーの声をまとめ,他 方ではバリ内部のヒンドゥー的諸

団体 と称号団体の動員に成功 した。それによって,10年 以上にわたって続いて きた

バリ州のヒンドゥーとそれ以外のヒンドゥーとの緊張関係にひとつの終結が もたらさ

れるはずであった。しかし,プ ムダ ・ヒンドゥーへの支持は脆弱であり,議 決反対者

の懐柔は失敗におわり,結 局バ リ州パ リサ ダは分裂する結果 となった。反対者をスハ

ル ト体制の残.y('f'であるとプムダ ・ヒンドゥーは糾弾 し,反 対者たちはヒンドゥーの伝

統の破壊者であるとプムダ ・ヒン ドゥーを攻撃 している。バ リと国家 レベルのヒン

ドゥーの不連続は,今 なお持ち越 されたままとなっているのである。

フ.ムダ ・ヒンドゥーの勢力が弱いなかブサキ会議が成立 したのは,民 主的ヒン

ドゥーへのヒンドゥー的諸団体 と称号団体の支持があったためであり,こ うした団体

の存在はさらにバリ社会の内部における個人 と共同体に関する不連続な要求を浮かび

あがらせている。まず,市 民社会の実現 というプムダ ・ヒンドゥーが掲げた政治 目標

に賛同したために,ヒ ンドゥー的諸団体や称号団体が彼 らへの支持を表明しているわ

けではない。むしろ,両 者はそれぞれ別個に自らがおかれてきた地位に不満を持って

いたのであり,そ れを解決する可能性のひとつとして民主的ヒンドゥーに賛同してい

る。そして,ブ サキ会議開催にむけて共闘を組んだとしても,ヒ ンドゥー的諸団体 と

称号団体は互いに相容れない団体である。たしかに,精 神の拠 り所や病気 といった個

人的な次元が両者 ともに団体に参加するきっかけになっている点では共通 している。

精神 と身体に関わる個人的なものの解決が社会的なもののなかで求められているので

あり,個 人 と社会がからみあう領域にヒンドゥー的諸団体 と称号団体はともに存在 し

ている。しかし,ウ ェダへの回帰 という志向性にもとづ き慣習への距離を共有 してい

るヒンドゥー的諸団体は,慣 習に依拠 している称号団体 と性格をまったく異にするの

である。

さらにいえば,称 号団体はバ リ社会に深 く根 ざしたものであり,全 国規模のピン
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ドゥーの社会的要求 と接点があるわけではない。大学の教員をつ とめるプラダのかつ

てのバリ支部長は,社 会の分断への危機 と未来への開かれた態度の阻害 というふたつ

の点を指摘 して,称 号へのバ リ人の関心の深 さに強い危機感を表明している。称号の

獲得は原理的にすべてのバ リ人に開かれている。このまま称号団体が拡大 していけ

ば,バ リ島にすむバ リ人全体がいずれかの称号団体へ帰属することになる。その時,

正統性をめぐってかりに称号団体 どうしが敵対関係に入れば,バ リ社会は取 り返 しの

つかない分断を経験することになる。他方では,称 号への傾斜は祖先崇拝にもとづ

き,つ ねに過去への回帰志向をともなっている。大 きな広が りを見せる称号団体を内

側から支える根拠は,祖 先からの系譜である。そのことが未来への展望を奪い,発 展

への可能性を自ら放棄 しているとこの教員は危ぶんでいる。彼は称号へのこだわりを

バリ人の 「心の病」 と呼び,合 理的思考を学んでいるはずの同僚の教員 までがこの病

気に犯 されていることへの彼の危惧は深い。

ブサキ会議においては,民 主的ヒンドゥーという主張の内実が きわめて不連続であ

り,ヒ ンドゥー的諸団体や称号団体の要求が政治的イデオロギーに回収できないこと

は認識 されていた。そのために会議では,ヒ ンドゥー的諸団体 と称号団体へそれぞれ

確認事項が設けられた。バリの慣習 と距離 をお くヒンドゥー的諸団体にたいしては,

ヒンドゥー的諸団体の独 自の儀礼をバ リの寺院には持ち込まないという約束事項を確

認 させた。パ リサ ダ中央はこの約束を宗教省に送っており,そ のうえでヒンドゥー的

諸団体の議i決権を認めた。称号団体にたいしては,サ ルワ ・サダカは称号団体の出自

の正統性そのものに関係する問題ではないと会議記録には加えられた。つまり,サ ル

ワ ・サダカを儀礼執行権の問題に限定 し,そ れ以上に正統性をめぐる称号団体間の関

係にふれるような発展をあらかじめ阻止 しようとしているのである。

一連の不連続は
,個 人,共 同体,国 家,聖 典をつ うじてグローバルに流通する宗教

意識が人問の生 と社会の秩序をめぐって提議 している要請がせめぎあっているあらわ

れとみることができる。国家体制の強化を目指 して法制の整備 とともに道徳領域に介

入したスハル ト政権,国 政への参加意識 と社会的次元の活動強化を求めて国家 レベル

の組織化を進めたヒンドゥー,共 同体の慣習に秩序を依存するバ リのヒンドゥー,聖

典に個人の精神性の源をもとめるヒンドゥー的諸団体,脱 植民地化意識をあらわにす

る称号団体,こ うした複数の主体による互いに異なる要求が拮抗する場が現在のヒン

ドゥーである。そこに共通の価値を見出すのは困難であ り,そ の意味においてヒン

ドゥーをひとつの自律 した閉じられた領域 と考えることはできない。互いの深い亀裂

を認識 しなが ら,そ れぞれの主体があえて放棄 しえない所属の場所が ヒンドゥーなの
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である。それはすなわちヒンドゥーという枠組みの内部で価値の多元化が進んでお

り,ヒ ンドゥーをめぐる公共的意識が活性化 していることを意味 している。新たに創

刊 された全国を結ぶ雑誌は,ヒ ンドゥーの多様な経験に触れる機会を与えている。

ヒンドゥーにおける価値の多元化は,宗 教政策をとおした国家 と宗教の関係および

市民社会の実現に代表 される課題 と宗教活動 とのつなが り,こ の二つの側面において

両義的な状況 を提示 している。結果的に執拗な抵抗勢力を生み出したが,ヒ ンドゥー

諸組織は一貫 して国家の宗教政策に従順に従ってきた。その背後には,イ ンドネシア

において絶対的少数派であり,宗 教政策において承認 されることでしか国家における

所属の場所はないという現実が存在 している。承認による国民の所属の確定を求める

宗教政策はヒン ドゥー教徒の回収に成功 したといえる。ところが,国 家による回収

は,皮 肉なことに宗教政策によるヒンドゥーの制度化の基盤 となっていたヒンドゥー

とバリとの関係 を結果的に打ち破るものであった。

パンチャシラ第一項 にもとつ く国家の道徳への介入,宗 教省 による公認宗教制度

1965年 事件以後の宗教による国民の規律化の強化 にあ らわれているように,イ ンド

ネシア政府の宗教政策は宗教,法 制,道 徳 規律の一致を求める強い圧力をしいてき

た。ヒンドゥーが こうした宗教政策に組み込 まれるなかで,バ リ人 という民族性,州

政府 という政治的主体,バ リ島という領土が ヒンドゥーという宗教i生と重なりあう特

異な体制が形成 され,ブ サキ寺院の管轄権に端的にあらわれる宗教領域における州政

府の特徴的な地位が形成 された。政教が一部一致 し,民 族の均一性 と宗教の同一性が

相互に強化 しあう一種の宗教共同体が形成 されたのである。 しかし,全 国レベルのヒ

ンドゥーの組織化によって,ヒ ンドゥー教徒の意識はバリの外部へ と拡大 し,自 明で

あったヒンドゥーとバ リとの外延の重なりあいが失われた。パ リサ ダの中心がデンパ

サールからジャカルタに移動 したことで,バ リ島のバリ人 とヒンドゥー教徒全体の意

向は合致するものではなくなった。 もはやヒンドゥーは宗教共同体を保証するもので

はなく,ヒ ンドゥーはバリ人の民族性を示す指標でもなければ,彼 らの利益を代表す

るものでもない。それどころか,ヒ ン ドゥー教徒であるかぎりバ リ社会以外のヒン

ドゥー教徒の声やヒンドゥー的諸団体 といった慣習以外の存在を認めることをバ リ人

はもはや避けることはできない。そして,こ の現実がバリにおいて生み出したものが

歴史的正統性によって自らを防御する従来の世界への回帰志向であり,そ うした勢力

が結集 した結果がバリ州パ リサ ダを分裂に導いたチャンプアン会議なのである。 とは

いえ,こ うしてパリサダ発足の地でパリサダが分裂 しようとも,国 家をアリーナとし

た宗教 をめぐる所属の政治はかわることはなく,バ リの慣習に忠実なバ リ人が ピン
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ドゥー教徒であることを放棄 したり,他 のヒンドゥー教徒を排除することはできない

のである。

1980年 代以降のヒン ドゥーをめ ぐる動 きのなかで,市 民社会や民主化への自覚の

高 まりがあったことは事実である。 しかし,こ うした目標の共有が一般化 されている

というのは現在のところ困難である。まず,バ リからのヒンドゥーの脱領域化の過程

は宗教の社会的次元における役割 と国家における地位の改善を目指 してはじまったも

のであり,ス ハル ト体制崩壊過程のなかで高まった改革の動 きに直接呼応 しているわ

けではない。また,た しかにブサキ会議を成功 させたことでプムダ ・ヒンドゥーは自

らの動員力を明示 し,政 治目標を共有 した個人が 自発的な参加意識にもとついて行動

したと訴えている。 しかし,す でに見たように,ヒ ンドゥー的諸団体や称号団体はそ

れぞれ個別の根拠からプムダ ・ヒンドゥーのいう民主的ヒンドゥーを支持 したのであ

り,特 に文化的理由が団体形成の起点 となっている称号団体に政治 目標の共有意識を

認めることは困難である。その意味で,互 いに相容れない支持者からなる民主的ヒン

ドゥーという立場は寄せ集め的な性格が強 く,脆 弱で不安定であり,ブ サキ会議の成

功はたんなる歴史的な偶然の産物であると評価することもできる。

プムダ ・ヒンドゥーが根本的に弱点を抱え込んでいることもまた,彼 らが主張する

市民社会の内実を危 ういものとしている。プムダ ・ヒンドゥーが依拠する宗教 という

回路 という考え方はじつはスハル ト政権の産物である。国民の道徳や規律へ介入する

回路を政府は宗教に求めたのであり,五 力年計画の宗教の項 目にそれは明記 されてい

る。 この考え方をプムダ ・ヒンドゥーが用いていることは,政 府の政策が対抗勢力に

乗っ取 られ,利 用 されていることを意味するわけだが,そ のことはまたプムダ ・ヒン

ドゥーの活動の限界 として立ち返ってくる。社会性をめぐる宗教 自体の可能性をプム

ダ ・ヒンドゥーが真剣に受けとめているというよりは,政 府 と同じく政治意識の浸透

をはかるための方法論 として宗教をとらえている兆候が宗教 という回路 という考え方

にはあらわれている。いかに対抗的な勢力として自らを提示 したとしても,プ ムダ ・

ヒンドゥーと国家は宗教にたいして同じ役割を期待 しているのであり,両 者の差異は

不鮮明なままで終わる。宗教 という回路 という考え方に従 うかぎり,宗 教 法制,道

徳,規 律の一致を求める圧力をプムダ ・ヒンドゥーが相対化することは難 しいのであ

る。そのことはまた彼 らの主張する市民社会が政治社会や国家 と未分化に終わること

を意味 し,自 律 した市民社会の実現をプムダ ・ヒンドゥー自体が阻害 しているとさえ

いえるのである。

現在の時点においてヒンドゥーは,成 就するかどうかは未知数であるとしても,討
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議 による調整 を運命づけ られていることは確かである。パ リサ ダの代表権 とヒン

ドゥー的諸団体の議決権がそうであるように,組 織における覇権が争点 となるとき論

点の違いは抗争へ と発展する。宗教への所属をしいる承認の政治のなかでヒンドゥー

は組織的次元 を常に維持 しなければならず,代 表機関をめぐる組織論的抗争は避ける

ことができない。とはいえ,列 挙 した不連続性が示す とおり多様なヒンドゥーの経験

は明確な対立の構図におさまるものではなく,複 数の主体の存在を党派主義に還元す

ることはできない。ブサキ会議 とは伝統回帰主義者に対抗 し,パ リサダ中央の意志を

貫 くための会議であったとともに,不 連続なものを取 り込み,調 整を行 う場所なので

ある。そして,パ リサダ自体の制度的枠組みは討議にたいして閉じられたものではな

い。宗教的権威が 自律 していることは,多 様な論点を受け入れる余地があるともいえ

る。多元化 された価値に正面から向き合 うことをヒンドゥーは余儀なくされているの

である。

実際 ヒンドゥーをめぐる状況はきわめて流動的である。2003年 段階においてバ

リ州パ リサダの分裂に関して,パ リサダ中央は分裂 という事態を公式には否認 して静

観 している。第8回 全体会議の議決を否定 したチャンプアン会議の存在をパ リサ ダ中

央は承認 しておらず,中 央から見ればバリ州におけるパ リサダはひとつ しか存在 して

いない。「ラディティア』誌上においてプ トゥ ・スティアは分裂 という表現をあえて

避け,二 重性 と呼んでいる。 しかし,現 実にはギアニャール,バ ドゥン,ク ルンクン,

デンパサールの各行政単位において二つのパリサダが存在するという事態は続いてお

り,バ リ人の困惑は深い。事実,司 祭の審査資格認定をどちらのパ リサ ダに申請する

かなど,二 重性は具体的な混乱を引き起こしている。 また,2002年 に起 こったクタ

における爆破事件のような国際的に大 きな意味を持つ事件にも二重性は影響を与えて

いる。爆破事件の約1ヵ 月後,多 数の死者 と破壊による恐怖を象徴的に解決するため

に大規模な儀礼が実施 された。爆破事件など宗教文書に記述はなく,爆 破はひとつの

戦争であると解釈 され,執 行されたのは戦争の跡地を浄化する儀礼であった。従来,

こうした儀礼はパリサダが指揮することが慣例 となっており,州 知事 もそれを望んだ

が,ク タはバ ドゥン県に属 しており,パ リサ ダは儀礼に関わることはなかった。儀礼

の執行 という代表機関の中核であった活動からバリ州パ リサダは遠 ざけられたのであ

る。

ブサキ寺院とバリ州政府 との関係 もまた大 きく変容 しつつある。植民地時代から続

いてきた,政 治的中心 と中心的寺院との関係が再編成 されようとしている。1999年

儀礼 においてサルワ ・サダカが受け入れられたのち,州 政府 は79年 以来握っていた
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ブサ キ寺 院 に 関す る 資金 の残 余 を寺 院 を管 轄 す る村 落 に還 元 し,州 政 府 とブサ キ寺 院

との 関 係 は 弱 ま った 。2003年3月10日 パ リサ ダ 中央 は ブ サ キ寺 院 の 聖 な る地 位 を守

り,寺 院 を管 理 運 営 す る た め の 団体 を発 足 させ る方 針 を示 し,団 体 結 成 の た め の準 備

委 員 会 を組 織 した30)。委 員 会 には ブ サ キ 寺 院 に関 す る問 題 解 決 の 全 権 が 与 え られ,準

備 委 員 会 委 員 長 はパ セ ック 団体 の前 団体 長 が 就 任 した。 さ らに は,10月28日 に はパ

リサ ダ中央 は宗 教 決 定 を発 表 し,通 過 儀 礼 をへ てパ リサ ダ の承 認 を うけ たす べ て の司

祭 に 原則 的 に儀 礼 を執 行 す る権 利 を認 め た31)。あ ら ゆ る寺 院 にお け るサ ル ワ ・サ ダ カ

をパ リサ ダは公 式 に承 認 した の で あ る。

今 後,こ う した流 動 的 な状 況 が どの よ うに展 開 して い くの か に 目が 離 せ な い。 国家

体 制 が 変 動 期 に あ る と き,境 界 線 を定 め る 闘争 は ま た鮮 明 に露 呈 す る の で あ る。
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注

1)イ ン ドネ シ ア語 で は,市 民 社 会 の訳 語 と して イ ス ラ ー ム 色 の強 いマ シ ャ ラ カ ッ ト ・マ ダ ニ

(masyarakatmadani)やcivilsocietyの 直 訳 で あ るマ シ ャ ラ カ ッ ト ・シ ピ ル(masyarakatsipil)

が用 い られ て い る。 ヒ ン ドゥーが イ ス ラ ー ム色 の強 い用 語 を用 い な い こ とは 当然 と して,バ

リで は英 語 表 現 に抵 抗 も少 な い。

2)プ ム ダ ・ヒ ン ドゥー の メ ンバ ーが こ う した考 え方 を 自 明 な もの と して受 け入 れ て い る わ け

で は な い。 団体 長 経 験 者 の ひ と りは,ヒ ン ドゥー とい う枠 組 み に お け る活 動 の意 味 を受 け入

れ る ま で に5年 か か っ た と告 白 して い る 。現 時点 にお い て社 会運 動 を行 う に あ た っ て,宗 教

の枠 組 み を用 い る こ とは大 学 教 育 を受 け た彼 に とっ て きわ め て 「原 初 的」 で あ り,遅 れ て い

る と しか 当初 は考 え る こ とが で きず,宗 教 の意 味 を見 出す の に非 常 に 時 間が か か っ た と述 べ

て い る。

3)こ こ で は,カ サ ノバ(1997),ア サ ド(Asad2003),ヘ フナ ー(Hefher2000)ら の 研 究 を

念頭 に お い て い る。

4)No.II/MPR/1983.
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5)プ ラ ダ の成 立 に つ い て は,(DewanPimpinanPusatperadahlndonesialg8g)。

6)パ リサ ダ司 祭 会 議 決 定No.016/Tap/IV/PA.PHDP/1984。

7)こ こ で い う指 針 とはP-4と 略称 され て い たPedomanPenghayatandanPengamalanPancasila

で あ る。

8)宗 教 省 通 達No.H/362/1985。

9)No.851/Org/VT[/PHDTP/1986,07/10,No.1032/Org/VTII/PHDTP/1986,08/26.

10)例 え ば,IkatanPemudaHindulndonesiaと い っ た名 称 が 用 い られ た。

11)プ トゥ ・ス テ ィ ア の デ ンパ サ ー ル に お け る家 が 事 務 所 とな っ てお り,各 地 の ヒ ン ドゥー か

ら郵 便 や メ ー ル に よ っ て送 られ て くる 原稿 は プ トゥ ・ス テ ィ ア の家 族 を含 め た ス タ ッフが 編

集 して い る。 最 終 原 稿 に プ トゥ ・ス テ ィア 自 身が 目を通 し,そ の う え で彼 が 序 文 を書 き,雑

誌 はバ リで 印刷 され て い る。 全 国 の ヒ ン ドゥーが 購 読 し うる こ の雑 誌 の 出版 は,こ う した家

族 経 営 に もか か わ らず 現 在 に い た る ま で続 い て い る。

12)国 会 の制 度 改 革 に と もな い,地 域 代 表 と して 国 会 に立 候 補 す る た め に ワ ヤ ン ・ス デ ィ ル タ

は ジ ャ カ ル タ か らバ リに活 動 の拠 点 を移 した。

13)AnggaranDasarParisadaHinduDharmaIndonesiaBablPasal3(ParisadaHinduDharma

IndonesiaPusatl991:36).1986年 第5回 全 体 会 議 の規 定 に お い て は,「 中央 は デ ンパ サ ー ル

に お く」 と明記 され て い た(ParisadaHinduDharmaseIndonesia1986:14)。

14)寺 院 に付 属 す る組 織 を の ぞ い て現 在 ジ ャカ ル タ に は,埋 葬 に 関 す るYayasanPitraYadnya,

ヒ ン ド ゥ ー の 教 育 を 考 え るYayasanMandiraWidhayaka,本 の 出 版 や 学 校 の 建 設 を行 う

YayasanDharmaNusantara,寺 院の 建 設 を担 当す るYayasanDharmaSarathiな どが 存 在 して い

る。 他 に,ジ ャ カ ル タ に在 住 す る ヒ ン ドゥー で比 較 的社 会 的地 位 の高 い 人 々が 集 ま る組 織 で

あ るYayasanManunggalKarsaNusantaraが あ り,そ の役 割 は重 要 で あ る。 ジ ャ カ ル タ で の ヒ

ン ドゥー の活 動 の 資金 を提 供 し,ジ ャ カ ル タ のパ リサ ダ本 部 の建 物 もこ の組 織 の 資金 で建 設

され て お り,ま た役 職 者 の 人選 な どに も大 きな影 響 力 を持 っ て い る。

15)デ サ ・ア ダ ッ トは デサ ・パ ク ラ マ ン(Pakraman)と い うバ リ語 を用 い た表 現 に書 き換 え ら

れ,2003年 時 点 で は デサ ・デ ィナ ス の廃 止 論 が バ リ ・ポ ス ト紙 上 で 議 論 さ れ る ほ どそ の 存

在 が 重 視 さ れ て い る。

16)こ の 点 は 人 権 団 体 の 注 目 を ひ い て い る。InternationalCrisisGroupに よ るThePerilsof

PrivateSecurityinIndonesia:GuardsandMilitiasonBaliandLombokと 題 され た2003年11月7

日の報 告 を参 照 。

17)正 確 な 文 面 は 以 下 の もの で あ り,非 常 に 多 く の 団 体 な い し は 集 団 が 想 定 さ れ て い る。

Utusan,Organisasi,Lembaga,Forum,Yayasan,SampradayadanKomunitasumatyangbernafaskan

Hindu(ParisadaHinduDharmaIndonesiaPusat2001:20)こ れ と似 た以 下 の よ うな表 現 はす で

に1996年 に登 場 す るが,全 体 会 議 で は な く,地 方 支 部 の 定例 会 議 にお け る 傍聴 者 の 資 格 だ

け が 与 え ら れ て い た 。Organisasi-organisasiHindu/Forum/Lembaga/Yayasanyangbernafaskan

Hinduyangadadidaerah(ParisadaHinduDharmaIndonesiaPusat1996:99)

ig>iiTAPrnHDr.Bixrv200ioiii2iig.

19)パ リ サ ダ 中 央 決 定SK-OS/ParisadaPusat/XII/200101/12/07.02/ST/ParisadaPusat/XII/2001

01/12/07.02/REK/PHDI-P/B/200202/01/15.05/SK/PLTPHDIBALI/II/200202/02/20.06/SK/PLT

PHDIBALI/III/200202/03/02.OS/SK/PLTPHDIBALI/II/200202/02/20.06/SK/PLTPHDIBALI/

IIU200202/03/02.07/SK/PLTPHDIBALIIIII/200202/03/09.07/SK/PLTPHDIBALUIIU2002

02/03/090

20)2002年3月7日 付 州 知 事 決 定No.454/1368BKPPに も とつ い て儀 礼 実 行 委 員 は任 命 さ れ

た。 儀 礼 経 費 の 総 額 は119,795,425Rp.で あ り,そ の う ち76,000,000Rp.は 州 と県 か ら拠 出 さ

れ て い る 。 ブ サ キ 会議 に た いす る州 と県 の援 助 金 につ い て は,(Dwikora2002:72)参 照 。 ル

フ ー ル 寺 院 を管 轄 す る村 落 の 長 はパ リサ ダ の分 裂 とい う事 態 を当 時 ま っ た く自覚 して お ら

ず,突 然 の儀 礼 実 施 の通 達 に驚 き,準 備 期 間が あ ま りに も少 な い決 定 で あ る と感 じなが ら も

州 知 事 決 定 に したが っ た と述 べ て い る。

21)PedomanPengamalanDharmadalamKehidupanBerbangsadanBemegaraと 題 さ れ た第8回 パ

リサ ダ全 体 会 議 決 定No.III/TAP/MahaSabhaVIII/2001(ParisadaHinduDharmaIndonesiaPusat

2001:104-5)0

22)「 ヒ ン ドゥー 的 諸 団体 」 とい う用 語 は文 章 の み に用 い られ て お り,一 般 的 に こ う した 団体

は ヒ ン ドゥー 的用 語 で あ る サ ンプ ラ ダ ヤ(Sampradaya)と 呼 ばれ る場 合 が 多 い。 しか し,諸

団体 の 関係 者 た ち は,裁 判 所 お よ び 内務 省 が 要 注 意 団体 とみ な した活 動 だ け をサ ンプ ラ ダ ヤ
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と呼 び,こ の用 語 を 限定 して用 い て い る 。 こ の意 味 に おい て は,ハ レ ・ク リシ ュ ナ をサ ンプ

ラ ダ ヤ と呼 ぶ こ とは で きるが,サ イバ バ は そ こ に含 ま れ て い な い。

23)宗 教 活 動 の み な らず 団体 活 動 は 内務 省 が 管 轄 して い る。 こ こ で い う団体 と して の許 可 とは

こ の 内務 省 の認 定 で あ る。 ヒ ン ドゥー に 関 して,宗 教 省 や パ リサ ダが 個 々 の宗 教 団体 の登 録

を実 施 して い る わ け で は な い。

24)1968年 にパ リサ ダの 一 般 代 表 とな り,85年 か ら は宗 教 省 ヒ ン ドゥ ー部 門 長 と な っ た グ ス

テ ィ ・ア グ ン ・グ デ ・プ ー トラ(GustiAgungGedePutra)は,イ ン ドのバ ン ガ ロ ー ル で直 接

サ イバ バ の声 を 聞 い て帰 依 して い る(Bakker1993:155-156)。

25)パ リサ ダ で の地 位 が承 認 され て以 降,ハ レ ・ク リシ ュ ナ の な か に もサ イバ バ と 同様 の戦 略

が み え る よ うに な っ た。 第8回 全 体 会 議 に お い てパ リサ ダ の 司祭 と して の 資格 を認 め られ た

ハ レ ・ク リシ ュ ナ の 司祭 は,共 同体 の活 動 に お い て新 た な ヒ ン ドゥー 的宗 教 実 践 の あ り方 を

提 示 す る とい う方 法 論 を提 示 して い る。

26)ク ル プ ン自 身 は 自 らの主 張 を次 の よ う な タ イ トル を もつ 二 つ のパ ンフ レ ッ トに ま とめ て い

る。PandeMenggugat:TelaahSingkatatasDokumentasiMasalahPande.PeljuanganPenggunaan

SarwaSadakadiPuraAgungBesakih.

27)ク ル プ ンは ギ ア ニ ャ ー ル県 知 事 をつ とめ た経 歴 を持 ち,現 在 の州 知 事 は彼 の下 で勤 務 した

こ とが あ り,か つ て の職 場 の上 司 と して ク ル プ ンは州 知 事 と話 が で きる立 場 に あ っ た。 最 終

的 に州 知 事 が チ ャ ンプ ア ン会 議 に演 説 を寄 せ た た め州 知 事 に た い して激 怒 し,関 係 は 断絶 し

た とク ル プ ンは語 っ て い る。

28)ブ ジ ャ ンガ に 関 して は,儀 礼 に お け る 司祭 の役 割 と して ブ ジ ャ ンガ とい う名 称 が 使 わ れ て

い た が,ブ ジ ャ ン ガの 称 号 団 体 の 司 祭 が そ の 役 割 を実 行 す る 司 祭 と して 採 用 さ れ て はい な

か っ た。

29)脱 植 民 地 化 意 識 歴 史認 識 を め ぐる抗 争,先 住 民 意 識 の生 成 を め ぐっ て は,称 号 団体 の形

成 過 程 とそ こ に動 員 さ れ た言 説 の調 査 を現 在 進 め てお り,別 稿 を用 意 して い る。

30)パ リサ ダ中 央 決 定No.036/KEP/PARIsADAPUSAT/IIU2003。 この 決 定 は2002年12月16

日 と2003年3月7日 のパ リサ ダ会 議 の結 果 を う け た もの で あ る。

31)No.02/Bhisama/SabhaPanditaParisadaPusat/X12002.
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